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このページは何も掲載されていません。
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第 章 障がい者施策に関する重点課題
 
アンケート調査の結果並びに国、県の動向、本市の障がい者施策に関する取

り組み状況を踏まえ、障がい者施策の重点課題について以下にまとめました。  
  

重点課題（１） 差別の解消と障がい者理解の促進  
  

〇 障がいを理由とする差別の解消と社会的障壁の除去 
  
・ 障害者差別解消法及び福岡県障がい者差別解消条例に基づき、本市は障がい者団

体等との連携を図りながら、市民や事業者等の幅広い理解のもと、障がいを理由と

する差別の解消に向けた取り組みを積極的に推進していく必要があります。また、

障がいのある人の活動を制限し、社会への参加を制約している事物、制度、慣行等

の社会的障壁を除去するための合理的配慮を行っていくとともに、社会のあらゆる

場面におけるアクセシビリティ（障がいのある方や高齢の方等を含め、誰でも必要

とする情報に簡単にたどりつけ、提供されている情報や機能を利用できること）の

向上を図っていく必要があります。

・ アンケート調査では４人に１人以上の方（27.3％）が、障がいがあることで差別

や嫌な思いを経験したと回答されています。差別や嫌な思いを経験した場所として

は、「学校・仕事場」（40.4％）、「外出中」（38.３％）、「住んでいる地域」（24.2％）

が多く、日常生活において、差別や偏見、疎外感を感じた事例が多いことがわかり

ました。また、成年後見制度については「名前や内容を知っている」と回答された

方は23.８％にとどまり、当事者の制度の認知が進んでいません。

・ 障害者差別解消法において、行政機関等に対し、障がいを理由とする差別的取扱

いを禁止するとともに、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を

行うことが義務付けられました。県では同法の実効性を確保するために平成29年に

福岡県障がい者差別解消条例を制定しています。

・ 本市では、障害者差別解消法第７条に基づく禁止事項や義務化された事項につい

て、職員対応要領を定めるよう努めることとされているため、必要かつ合理的配慮

や差別を受けた場合等の相談体制の構築について、職員対応要領を定め対応してい

ます。また、障害者基本法において「国及び地方公共団体は、法律又は条例の定め

るところにより行われる選挙、国民審査又は投票において、障害者が円滑に投票で

きるようにするため、投票所の施設又は設備の整備その他必要な施策を講じなけれ

ばならない。」と規定されており、選挙等における配慮を行っています。

以上のことから、障がいを理由とする差別の解消に向けた取り組み、それに伴う合

理的配慮やアクセシビリティの向上のほか、障がいのある人の権利擁護のために、権利

侵害の防止や被害救済を図るための相談・支援体制や障がいのある人に対する虐待を防

止するための取り組みの充実等に取り組んでいく必要があります。
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重点課題（２）尊厳をもった日常生活等のための生活支援の推進
  

〇 尊厳をもって日常生活が送ることができる環境整備 

・ 障がいのある人が自らの意思により身近な地域で相談支援を受けることができる

体制づくりが必要です。さらに、個人としての尊厳をもって日常生活・社会生活を

営むことができるよう、在宅サービス、障がいのある子どもへの支援、障がい福祉

サービスの質の向上、福祉人材の育成・確保等を計画的に着実に取り組んでいく必

要があります。

・ アンケート調査では、サービス利用者の割合が１割以下となっており、今後3年

以内に受けたいサービスに対する利用意向はいずれも現状の利用状況を上回ってい

ることから、現在の障がい福祉サービスに関する情報や利用環境が十分に周知され

ていないことが考えられます。そのため、今後障がい福祉サービスが必要な人への

より一層の情報提供や相談支援体制の充実が求められます。

以上のことから、全ての障がいのある人が個人としての尊厳をもって日常生活・社会

生活を営むことができるよう、特に相談支援、在宅サービス、障がい福祉サービスの充

実を図っていく必要があります。

重点課題（３）保健・医療・福祉の連携による支援の充実

〇 保健・医療・福祉の連携による支援の充実 

・ 障がいのある人がそれぞれのライフステージを通じて適切な支援を受けられるよ

う、特に保健・医療・福祉の連携を図り切れ目のない支援ができる体制づくりが必

要です。また、複数の分野での対応が必要な方に対しては、関係機関等が総合的、

横断的に連携を図り効果的な対応を行っていく必要があります。

・ アンケート調査では、悩みや困ったことの相談先は家族関係や知人・友人を除く

と「かかりつけの医師や看護師」「施設の職員など」「病院のケースワーカーや介護

保険のケアマネージャー」の順で多くなっています。障がいのある人にとっての困

りごとの相談先になっている地域の医療機関や福祉事業所の役割は大きく、各団体

との連携による相談支援体制の充実が求められます。一方、「行政機関の相談窓口」

「相談支援事業所などの民間の相談窓口」を挙げる方は少ない結果となっています

が、希望する暮らしを送るための支援として、4 人に 1 人（24.1％）が「相談対応

等の充実」を挙げているほか、障がい児対象サービスの利用状況では、「障害児相談

支援」が回答者全体の 15.9％が利用しており、「放課後等デイサービス」に次ぐ利

用率となっています。

以上のことから、地域において身近に相談できる人の確保や専門の相談機関の充実を

図るとともに、複合的な問題を抱えた相談者に的確に対応できるよう保健・医療・福祉

の連携による総合的なサービス提供体制と相談体制を構築していく必要があります。
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重点課題（４）安全・安心が確保された生活基盤の整備

〇 障がいの特性に応じた環境整備の推進 

・ 障がいのある人が地域で安全に安心して暮らしていくことができる生活環境づく

りが必要です。そのためには、障がいのある人に配慮した地域のまちづくり、住環

境・移動環境の整備、利用しやすい施設等の整備により、障がいのある人の生活環

境における社会的障壁を除去していく必要があります。また、大規模災害の発生や

感染症の流行拡大に備えた、障がいのある人それぞれの特性や状態等によりさまざ

まな支援が実施できる総合的な体制を整えておく必要があります。

・ アンケート調査では、外出時の困りごととして、「公共交通機関が少ない（ない）」

（28.4％）、「困った時にどうすればいいのか心配」（19.7％）、「道路や駅に階段や

段差が多い」（17.8％）という回答が多くなっており、住環境や移動環境の整備等

の福祉のまちづくりに関わる取り組みが求められています。また、火事や地震等の

災害時に一人で避難「できない」方は 37.1％、災害時に家族が不在の場合や一人暮

らしの場合、近所に助けてくれる人が「いない」方は 24.6％となっており、災害等

の非常時に備えたまちづくりが必要なことがうかがえます。

以上のことから、住環境・移動環境をはじめとする福祉のまちづくりや災害等に備え

たきめ細かな対策を進めていく必要があります。

重点課題（５）働く機会の確保、経済的自立の支援

〇 就業支援のための体制づくりと所得保障による支援 

・ 障がいのある人が自立した暮らしを営むためには就労が重要です。働く意欲があ

る障がいのある人がその適性に応じた就業を行えるように、就業支援のためのさま

ざまな福祉サービスの充実が必要です。また、一般就労が困難な方に対してはきめ

細かな就労支援サービスを充実することにより、賃金水準の向上につながる支援を

行うとともに、年金、手当、各種割引・減免等の所得保障面での支援が必要です。

・ アンケート調査では、現在、「収入を得る仕事をしている」方が回答者の 18.9％

で、この方々の就労形態をみると、「パートタイムやアルバイト」「自営業」が共に

35.1％で多く、正規職員で勤めている方は、25.2％（短時間勤務含む）となって

います。今後、「収入を得る仕事をしたい」方は 39.2％、このうち「職業訓練など

を受けたい」は 44.1％となっており、働く意欲があるにもかかわらず就労できてい

ない状況がうかがえます。

・ 障がいのある人への就労支援で必要なこととしては、「職場の障がい者理解」が 

41.6％と最も多く、次いで「職場の上司や同僚に障がいの理解があること」が

38.7％となっており、職場内の人間関係や雰囲気づくりが重要であると言えます。

・ 障がいのある人が希望する暮らしを送るための支援としては、「経済的な負担の軽

減」の 46.6％が最も多く、自立した暮らしを営むためには所得保障が重要であるこ

とがうかがえます。
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重点課題４ 安全安心が確保された生活基盤の整備
障がいの特性に応じた環境整備の推進 
障がいのある人が地域で安全に安心して暮らしていくことができる生活環境づくりが必要
です。そのためには、障がいのある人に配慮した地域のまちづくり、住環境・移動環境の
整備、利用しやすい施設等の整備により、障がいのある人の生活環境における社会的障壁
を除去していく必要があります。また、大規模災害の発生や感染症の流行拡大に備えた、
障がいのある人それぞれの特性や状態等によりさまざまな支援が実施できる総合的な体制
を整えておく必要があります。
アンケートでは、外出時の困りごととして、「公共交通機関が少ない」（28.4％）、「困った
時にどうすればいいのか心配」（19.7％）、という回答が多くなっています。また、火事や
地震等の災害時に一人で避難「できない」方は 37.1％、災害時に家族が不在の場合や一人
暮らしの場合、近所に助けてくれる人が「いない」方は 24.6％となっています。
以上のことから、住環境・移動環境をはじめとする福祉のまちづくりや災害等に備えたき
め細かな対策を進めていく必要があります。

重点課題５ 働く機会の確保、経済的自立の支援
就業支援のための体制づくりと所得保障による支援 
障がいのある人が自立した暮らしを営むためには就労が重要です。働く意欲がある障がい
のある人がその適性に応じた就業を行えるように、就業支援のためのさまざまな福祉サー
ビスの充実が必要です。また、一般就労が困難な方に対してはきめ細かな就労支援サービ
スを充実することにより、賃金水準の向上につながる支援を行うとともに、年金、手当、
各種割引・減免等の所得保障面での支援が必要です。
アンケートでは、現在、「収入を得る仕事をしている」方が 18.9％で、このかたがたの就
労形態をみると、「パートタイムやアルバイト」「自営業」が 35.1％で多く、正規職員で勤
めている方は、25.2％となっています。今後、「収入を得る仕事をしたい」方は 39.2％、こ
のうち「職業訓練などを受けたい」は 44.1％となっており、働く意欲があるにもかかわら
ず就労できていない状況です。
障がいのある人への就労支援で必要なこととしては、「職場の障がい者理解」が 41.6％と
最も多く、次いで「職場の上司や同僚に障がいの理解があること」が 38.7％となってお
り、職場内の人間関係や雰囲気づくりが重要です。
障がいのある人が希望する暮らしを送るための支援としては、「経済的な負担の軽減」の
46.6％が最も多く、自立した暮らしを営むためには所得保障が重要です。
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以上のことから、就業支援のためのさまざまなサービス体制の充実、賃金水準の

向上や所得保障につながる年金、手当、各種割引・減免等の支援を充実していく必

要があります。

重点課題（６）教育の充実

〇 生涯にわたるインクルーシブ教育システムの構築 

・ 「障害者の権利に関する条約」に掲げられた「インクルーシブ教育システム（包

容する教育制度）」の理念を踏まえ、障がいの有無によって分け隔てられることなく、

可能な限り共に教育を受けることのできる仕組みの整備を進めるとともに、障がい

に対する理解を深めるための取り組みを推進していく必要があります。また、障が

いのある人が、生涯を通じてさまざまな学習を受けたり豊かな人生を送ったりする

ための関連施策を推進していくことで共生社会の実現を目指していくことが必要で

す。

・ 本市では、学校教育において、早期から障がいの程度に応じた適切な指導と必要

な支援を行っていけるよう、就学前から相談支援体制を整備し対応しています。就

学支援については、それぞれの子どもの実態を把握し、障がいの種類や程度等に即

した支援を施設や病院等関係機関と連携を図りながら進めています。通級指導教室

及び特別支援学級では、それぞれの子どもに必要な支援活動を行っていますが、近

年、特別な支援を必要とする児童生徒が増加しています。障がい児保育については、

加配保育士の必要な障がいのある児童に、公立保育所では保育士の加配を行い、私

立保育所には加配のための補助を行い、体制の充実を進めてきましたが、保育士の

確保が年々難しくなっているのが実情です。

以上のことから、人材確保に努めながら「インクルーシブ教育システム」の理念を踏

まえ、障がいの有無によって分け隔てられることなく可能な限り共に教育を受けること

のできる仕組みの整備を進めていくことが必要です。

重点課題（７）文化芸術活動・スポーツ等の振興

〇 文化芸術・スポーツ等に親しむ環境づくりを推進 

・ 障がいのある人にとって、スポーツやレクリエーション活動は心身の鍛練や機能

訓練にとどまらず、社会参加の大切な機会です。このため障がいの有無にかかわら

ず、文化芸術活動、スポーツやレクリエーションに参加し、これらを楽しむことを

可能とするため、バリアフリー化を含む施設の整備や情報保障の充実等、必要な環

境整備を促進することが必要です。

・ 本市では、身体障がい者福祉協会等を通じ、スポーツ・レクリエーションの振興

を図っており、社会福祉協議会が開催する障がいのある人との交流イベントに指導

者として参加し、ニュースポーツを紹介しています。また、スポーツ・レクリエー

ション・文化活動等への参画・参加については広報、ホームページ等を利用し、広
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以上のことから、就業支援のためのさまざまなサービス体制の充実、賃金水準の向上や所
得保障につながる年金、手当、各種割引・減免等の支援を充実していく必要があります。

重点課題（６）教育の充実
生涯にわたるインクルーシブ教育システムの構築 
「障害者の権利に関する条約」に掲げられた「インクルーシブ教育システム（包容する教
育制度）」の理念を踏まえ、障がいの有無によって分け隔てられることなく、可能な限り共
に教育を受けることのできる仕組みの整備を進めるとともに、障がいに対する理解を深め
るための取り組みを推進していく必要があります。また、障がいのある人が、生涯を通じ
てさまざまな学習を受けたり豊かな人生を送ったりするための関連施策を推進していくこ
とで共生社会の実現を目指していくことが必要です。
本市では、学校教育において、早期から障がいの程度に応じた適切な指導と必要な支援を
行っていけるよう、就学前から相談支援体制を整備し対応しています。就学支援について
は、それぞれの子どもの実態を把握し、障がいの種類や程度等に即した支援を施設や病院
等関係機関と連携を図りながら進めています。通級指導教室及び特別支援学級では、それ
ぞれの子どもに必要な支援活動を行っていますが、近年、特別な支援を必要とする児童生
徒が増加しています。障がい児保育については、加配保育士の必要な障がいのある児童
に、公立保育所では保育士の加配を行い、私立保育所には加配のための補助を行い、体制
の充実を進めてきましたが、保育士の確保が年々難しくなっているのが実情です。
以上のことから、人材確保に努めながら「インクルーシブ教育システム」の理念を踏ま
え、障がいの有無によって分け隔てられることなく可能な限り、共に教育を受けることの
できる仕組みの整備を進めていくことが必要です。

重点課題（７）文化芸術活動・スポーツ等の振興
文化芸術スポーツ等に親しむ環境づくりを推進 
障がいのある人にとって、スポーツやレクリエーション活動は心身の鍛練や機能訓練にと
どまらず、社会参加の大切な機会です。このため障がいの有無にかかわらず、文化芸術活
動、スポーツやレクリエーションに参加し、これらを楽しむことを可能とするため、バリ
アフリー化を含む施設の整備や情報保障の充実等、必要な環境整備を促進することが必要
です。
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以上のことから、就業支援のためのさまざまなサービス体制の充実、賃金水準の

向上や所得保障につながる年金、手当、各種割引・減免等の支援を充実していく必

要があります。

重点課題（６）教育の充実

〇 生涯にわたるインクルーシブ教育システムの構築 

・ 「障害者の権利に関する条約」に掲げられた「インクルーシブ教育システム（包

容する教育制度）」の理念を踏まえ、障がいの有無によって分け隔てられることなく、

可能な限り共に教育を受けることのできる仕組みの整備を進めるとともに、障がい

に対する理解を深めるための取り組みを推進していく必要があります。また、障が

いのある人が、生涯を通じてさまざまな学習を受けたり豊かな人生を送ったりする

ための関連施策を推進していくことで共生社会の実現を目指していくことが必要で

す。

・ 本市では、学校教育において、早期から障がいの程度に応じた適切な指導と必要

な支援を行っていけるよう、就学前から相談支援体制を整備し対応しています。就

学支援については、それぞれの子どもの実態を把握し、障がいの種類や程度等に即

した支援を施設や病院等関係機関と連携を図りながら進めています。通級指導教室

及び特別支援学級では、それぞれの子どもに必要な支援活動を行っていますが、近

年、特別な支援を必要とする児童生徒が増加しています。障がい児保育については、

加配保育士の必要な障がいのある児童に、公立保育所では保育士の加配を行い、私

立保育所には加配のための補助を行い、体制の充実を進めてきましたが、保育士の

確保が年々難しくなっているのが実情です。

以上のことから、人材確保に努めながら「インクルーシブ教育システム」の理念を踏

まえ、障がいの有無によって分け隔てられることなく可能な限り共に教育を受けること

のできる仕組みの整備を進めていくことが必要です。

重点課題（７）文化芸術活動・スポーツ等の振興

〇 文化芸術・スポーツ等に親しむ環境づくりを推進 

・ 障がいのある人にとって、スポーツやレクリエーション活動は心身の鍛練や機能

訓練にとどまらず、社会参加の大切な機会です。このため障がいの有無にかかわら

ず、文化芸術活動、スポーツやレクリエーションに参加し、これらを楽しむことを

可能とするため、バリアフリー化を含む施設の整備や情報保障の充実等、必要な環

境整備を促進することが必要です。

・ 本市では、身体障がい者福祉協会等を通じ、スポーツ・レクリエーションの振興

を図っており、社会福祉協議会が開催する障がいのある人との交流イベントに指導

者として参加し、ニュースポーツを紹介しています。また、スポーツ・レクリエー

ション・文化活動等への参画・参加については広報、ホームページ等を利用し、広

 

 

く市民に参画・参加を求めています。また、県では令和３年３月に策定した「福岡

県文化芸術振興基本計画」に基づき、障がいのある人の文化芸術活動のより一層の

推進を図ることとしており、福祉サービス事業所が文化芸術に取り組む際には指導

支援の方法を相談できる体制整備や指導者を育成する施策に取り組んでいます。

以上のことから、障がいのある人がその一生を通じて、自らの可能性を追求できる環

境を整え、地域の一員として豊かな人生を送ることができるよう、生涯を通じて教育や

スポーツ、文化等のさまざまな機会に親しむための関係施策を横断的かつ総合的に推進

し共生社会の実現を目指していくことが必要です。
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本市では、身体障がい者福祉協会等を通じ、スポーツレクリエーションの振興を図ってお
り、社会福祉協議会が開催する障がいのある人との交流イベントに指導者として参加し、
ニュースポーツを紹介しています。また、スポーツレクリエーション、文化活動等への参
画、参加については広報、ホームページ等を利用し、広く市民に参画、参加を求めていま
す。また、県では令和３年３月に策定した「福岡県文化芸術振興基本計画」に基づき、障
がいのある人の文化芸術活動のより一層の推進を図ることとしており、福祉サービス事業
所が文化芸術に取り組む際には指導支援の方法を相談できる体制整備や指導者を育成する
施策に取り組んでいます。
以上のことから、障がいのある人がその一生を通じて、自らの可能性を追求できる環境を
整え、地域の一員として豊かな人生を送ることができるよう、生涯を通じて教育やスポー
ツ、文化等のさまざまな機会に親しむための関係施策を横断的かつ総合的に推進し共生社
会の実現を目指していくことが必要です。
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第２章 計画の基本的な方針
 

１ 基本理念

 
 
 
 
本市では、第１期朝倉市障害者計画において、ノーマライゼーションの理念

の下、これまで「障がいの有無にかかわらず、地域の中で安心・安全に暮らし、

活動できるための支援と条件整備」を基本理念としたまちづくりを目指してき

ました。  
第２期朝倉市障がい者計画では、平成２８年４月から障害者差別解消法の施

行や障害者雇用促進法の改正がなされ、障がいのある人への不当な差別的取扱

いが禁止されるとともに、障がいのある人への合理的配慮の視点を加えた内容

としました。 
第３期朝倉市障がい者計画では、これまでの内容に、「障害者文化芸術推進

法」、「読書バリアフリー法」、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関す

る法律」、「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」等

の近年の法律の規定や国や県の計画の趣旨を踏まえた施策を見直しました。 
基本理念はこれまでの考え方を踏襲するとともに、障害者基本法の「地域社

会における共生」の考え方にたち、障がいへの理解の促進と支え合う市民意識

を醸成し、障がいの有無によって分け隔てられることなく、地域社会において、

共に安心・安全に暮らせる福祉のまちづくりを目指して取り組んでいきます。  
  

【基本理念の考え方】 
○「すべての人が自分らしく暮らせる」  障がい者（児）が地域で自立した生活を

送れるよう、雇用・就業環境の向上、福祉、医療、教育等関係分野の相互連携の強

化による生活支援体制の充実を目指します。 

○「すべての人が安心・安全に暮らせる」  障がい者（児）が地域生活を継続して

いくうえで、安全に安心して生活できるよう、ユニバーサルデザインに配慮した環

境の整備、災害時における安全を確保できる環境の整備を目指します。 

○「共生のまち あさくら」  「地域社会における共生」の考え方にたち、地域社会

における障がいに対する理解を深め、ともに支え合いより良い市民生活の実現を目

指します。

すべての人が自分らしく

安心・安全に暮らせる 共生のまち あさくら

44

ページ

第２章 計画の基本的な方針
１ 基本理念
すべての人が自分らしく安心、安全に暮らせる 共生のまち あさくら

本市では、第１期朝倉市障害者計画において、ノーマライゼーションの理念のもと、これまで
「障がいの有無にかかわらず、地域の中で安心、安全に暮らし、活動できるための支援と条件
整備」を基本理念としたまちづくりを目指してきました。
第２期朝倉市障がい者計画では、平成 年４月から障害者差別解消法の施行や障害者雇用促進
法の改正がなされ、障がいのある人への不当な差別的取扱いが禁止されるとともに、障がいの
ある人への合理的配慮の視点を加えた内容としました。
第３期朝倉市障がい者計画では、これまでの内容に、「障害者文化芸術推進法」、「読書バリアフ
リー法」、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」、「障害者情報アクセシビリ
ティコミュニケーション施策推進法」等の近年の法律の規定や国や県の計画の趣旨を踏まえた
施策を見直しました。
基本理念はこれまでの考え方を踏襲するとともに、障害者基本法の「地域社会における共生」
の考え方にたち、障がいへの理解の促進と支え合う市民意識を醸成し、障がいの有無によって
分け隔てられることなく、地域社会において、共に安心、安全に暮らせる福祉のまちづくりを
目指して取り組んでいきます。

【基本理念の考え方】
「すべての人が自分らしく暮らせる」
障がい者（児）が地域で自立した生活を送れるよう、雇用、就業環境の向上、福祉、医療、教
育等関係分野の相互連携の強化による生活支援体制の充実を目指します。
「すべての人が安心、安全に暮らせる」
障がい者（児）が地域生活を継続していくうえで、安全に安心して生活できるよう、ユニバー
サルデザインに配慮した環境の整備、災害時における安全を確保できる環境の整備を目指しま
す。
「共生のまち あさくら」
「地域社会における共生」の考え方にたち、地域社会における障がいに対する理解を深め、と
もに支え合いより良い市民生活の実現を目指します。
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第２章 計画の基本的な方針
 

１ 基本理念

 
 
 
 
本市では、第１期朝倉市障害者計画において、ノーマライゼーションの理念

の下、これまで「障がいの有無にかかわらず、地域の中で安心・安全に暮らし、

活動できるための支援と条件整備」を基本理念としたまちづくりを目指してき

ました。  
第２期朝倉市障がい者計画では、平成２８年４月から障害者差別解消法の施

行や障害者雇用促進法の改正がなされ、障がいのある人への不当な差別的取扱

いが禁止されるとともに、障がいのある人への合理的配慮の視点を加えた内容

としました。 
第３期朝倉市障がい者計画では、これまでの内容に、「障害者文化芸術推進

法」、「読書バリアフリー法」、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関す

る法律」、「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」等

の近年の法律の規定や国や県の計画の趣旨を踏まえた施策を見直しました。 
基本理念はこれまでの考え方を踏襲するとともに、障害者基本法の「地域社

会における共生」の考え方にたち、障がいへの理解の促進と支え合う市民意識

を醸成し、障がいの有無によって分け隔てられることなく、地域社会において、

共に安心・安全に暮らせる福祉のまちづくりを目指して取り組んでいきます。  
  

【基本理念の考え方】 
○「すべての人が自分らしく暮らせる」  障がい者（児）が地域で自立した生活を

送れるよう、雇用・就業環境の向上、福祉、医療、教育等関係分野の相互連携の強

化による生活支援体制の充実を目指します。 

○「すべての人が安心・安全に暮らせる」  障がい者（児）が地域生活を継続して

いくうえで、安全に安心して生活できるよう、ユニバーサルデザインに配慮した環

境の整備、災害時における安全を確保できる環境の整備を目指します。 

○「共生のまち あさくら」  「地域社会における共生」の考え方にたち、地域社会

における障がいに対する理解を深め、ともに支え合いより良い市民生活の実現を目

指します。

すべての人が自分らしく

安心・安全に暮らせる 共生のまち あさくら

 

 

２ 施策の基本目標
 

計画策定にあたってのアンケート調査並びに庁内各課の事業調査、推進委員

会での意見をもとに、本計画の基本理念の実現に向けて、７つの基本目標と目

標達成に向けた施策案について以下のように設定しました。  
  

基本目標 １  障がいを理由とする差別を解消し、

社会的障壁を除去します  
  

市民や事業者等の幅広い理解を得るための広報啓発活動を推進するとともに、

障がい者団体等との連携を図りながら、障がいを理由とする差別の解消に向け

た取り組みを積極的に推進します。また、障がいのある人の活動を制限し、社

会への参加を制約している事物、制度、慣行等の社会的障壁を除去するための

合理的配慮を行っていくとともに、社会のあらゆる場面におけるアクセシビリ

ティの向上が図られるよう努めます。 
また、本市では障害者差別解消法第７条に基づく禁止事項や義務化された事

項について、必要かつ合理的な配慮を行うとともに、差別を受けた場合の相談

体制の構築等について職員対応要領を定めて対応します。また、法律又は条例

の定めるところにより行われる選挙、国民審査又は投票において、障がいのあ

る人が円滑に投票できるようにするため、投票所の施設・設備の整備等の合理

的配慮を行います。 
 
【基本目標を達成するための施策】

○広報啓発活動の推進 

○人権・権利擁護の推進 

○障がいを理由とする差別解消の推進

基本目標 ２  尊厳をもった日常生活等を

実現する生活支援を推進します

すべての障がいのある人が個人としての尊厳をもって日常生活・社会生活を

営むことができるよう、在宅サービスの充実、障がいのある子どもへの支援、

障がい福祉サービスの質の向上、福祉人材の育成・確保等を計画的に着実に推

進します。  
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２、 施策の基本目標

計画策定にあたってのアンケート調査並びに庁内各課の事業調査、推進委員会での意見を
もとに、本計画の基本理念の実現に向けて、７つの基本目標と目標達成に向けた施策案に
ついて以下のように設定しました。

基本目標 １、  障がいを理由とする差別を解消し、社会的障壁を除去します

市民や事業者等の幅広い理解を得るための広報啓発活動を推進するとともに、障がい者団
体等との連携を図りながら、障がいを理由とする差別の解消に向けた取り組みを積極的に
推進します。また、障がいのある人の活動を制限し、社会への参加を制約している事物、
制度、慣行等の社会的障壁を除去するための合理的配慮を行っていくとともに、社会のあ
らゆる場面におけるアクセシビリティの向上が図られるよう努めます。
また、本市では障害者差別解消法第７条に基づく禁止事項や義務化された事項について、
必要かつ合理的な配慮を行うとともに、差別を受けた場合の相談体制の構築等について職
員対応要領を定めて対応します。また、法律又は条例の定めるところにより行われる選
挙、国民審査又は投票において、障がいのある人が円滑に投票できるようにするため、投
票所の施設、設備の整備等の合理的配慮を行います。

【基本目標を達成するための施策】
広報啓発活動の推進 
人権・権利擁護の推進 
障がいを理由とする差別解消の推進

基本目標 ２ 、 尊厳をもった日常生活等を実現する生活支援を推進します

すべての障がいのある人が個人としての尊厳をもって日常生活、社会生活を営むことがで
きるよう、在宅サービスの充実、障がいのある子どもへの支援、障がい福祉サービスの質
の向上、福祉人材の育成、確保等を計画的に着実に推進します。
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【基本目標を達成するための施策】

○相談支援体制の充実 

○障がい福祉サービスの充実 

○専門人材の育成

基本目標 ３  保健・医療・福祉の連携による

切れ目のない支援体制を構築します  
 
地域において身近に相談できる人の確保や専門の相談機関の充実を図るとと

もに、障がいのある人がそれぞれのライフステージを通じて適切な支援を受け

られるよう、保健・医療・福祉の連携を密にして切れ目のない支援体制を構築

することを目指し、これらの体制を支える専門人材の育成に取り組みます。ま

た、複数の分野で対応することが必要な障がいのある方に対しては、関係機関

と連携を図り総合的かつ横断的に効果的な対応を行うよう努めます。 

【基本目標を達成するための施策】

○保健・医療・福祉サービスの充実 

○発達障がい児・者の支援の充実

基本目標 ４  障がい特性に合わせた

多様な生活基盤を整備します

障がいのある人に配慮した福祉のまちづくり、住環境・移動環境の整備、利

用しやすい施設等の整備により、生活環境における社会的障壁を除去する取り

組みを推進します。また、大規模災害の発生や感染症の拡大に備えた、障がい

のある人それぞれの特性や状態に応じたさまざまな支援が実施できる体制を整

えます。  

【基本目標を達成するための施策】

○道路、公共施設等のバリアフリー化の推進 

○移動・交通手段の確保 

○災害時等での安心・安全対策の強化
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【基本目標を達成するための施策】
相談支援体制の充実 
障がい福祉サービスの充実 
専門人材の育成

基本目標 ３、  保健、医療、福祉の連携による切れ目のない支援体制を構築します

地域において身近に相談できる人の確保や専門の相談機関の充実を図るとともに、障がい
のある人がそれぞれのライフステージを通じて適切な支援を受けられるよう、保健・医
療・福祉の連携を密にして切れ目のない支援体制を構築することを目指し、これらの体制
を支える専門人材の育成に取り組みます。また、複数の分野で対応することが必要な障が
いのある方に対しては、関係機関と連携を図り総合的かつ横断的に効果的な対応を行うよ
う努めます。

【基本目標を達成するための施策】
保健、医療、福祉サービスの充実
発達障がい児、しゃの支援の充実

基本目標 ４  障がい特性に合わせた多様な生活基盤を整備します

障がいのある人に配慮した福祉のまちづくり、住環境、移動環境の整備、利用しやすい施
設等の整備により、生活環境における社会的障壁を除去する取り組みを推進します。ま
た、大規模災害の発生や感染症の拡大に備えた、障がいのある人それぞれの特性や状態に
応じたさまざまな支援が実施できる体制を整えます。

【基本目標を達成するための施策】
道路、公共施設等のバリアフリー化の推進 
移動、交通手段の確保 
災害時等での安心、安全対策の強化
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【基本目標を達成するための施策】

○相談支援体制の充実 

○障がい福祉サービスの充実 

○専門人材の育成

基本目標 ３  保健・医療・福祉の連携による

切れ目のない支援体制を構築します  
 
地域において身近に相談できる人の確保や専門の相談機関の充実を図るとと

もに、障がいのある人がそれぞれのライフステージを通じて適切な支援を受け

られるよう、保健・医療・福祉の連携を密にして切れ目のない支援体制を構築

することを目指し、これらの体制を支える専門人材の育成に取り組みます。ま

た、複数の分野で対応することが必要な障がいのある方に対しては、関係機関

と連携を図り総合的かつ横断的に効果的な対応を行うよう努めます。 

【基本目標を達成するための施策】

○保健・医療・福祉サービスの充実 

○発達障がい児・者の支援の充実

基本目標 ４  障がい特性に合わせた

多様な生活基盤を整備します

障がいのある人に配慮した福祉のまちづくり、住環境・移動環境の整備、利

用しやすい施設等の整備により、生活環境における社会的障壁を除去する取り

組みを推進します。また、大規模災害の発生や感染症の拡大に備えた、障がい

のある人それぞれの特性や状態に応じたさまざまな支援が実施できる体制を整

えます。  

【基本目標を達成するための施策】

○道路、公共施設等のバリアフリー化の推進 

○移動・交通手段の確保 

○災害時等での安心・安全対策の強化

 
 
 

 

 

基本目標 ５  働く機会の確保と経済的自立

    のための支援に取り組みます

働く意欲のある障がいのある人がその適性に応じた就業を行えるように、就

業支援のためのさまざまな福祉サービスの提供体制づくりを推進します。ま

た、一般就労が困難な方に対してはきめ細かな就労支援サービスの充実に努め

ます。このほか賃金水準の向上につながる総合的な支援を行うとともに、年

金、手当、各種割引・減免等の所得保障等経済的自立のための支援の充実に努

めます。  
 

【基本目標を達成するための施策】

○障がい特性に応じた就労支援、就業機会の確保

○就労定着のための支援

〇障がい者雇用の促進

〇経済的自立のための支援

基本目標 ６  生涯にわたる

インクルーシブ教育システムの構築を進めます

「インクルーシブ教育システム（包容する教育制度）」の理念を踏まえ、障

がいの有無によって分け隔てられることなく、可能な限り共に教育を受けるこ

とのできる仕組みづくりを進めます。また、障がいのある人が生涯を通じて豊

かな人生を送るためさまざまな学習や関連施策を推進し、共生社会の実現を目

指します。  
 

【基本目標を達成するための施策】

○障がい児保育・教育環境の充実

○福祉教育の推進
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基本目標５、 働く機会の確保と経済的自立のための支援に取り組みます

働く意欲のある障がいのある人がその適性に応じた就業を行えるように、就業支援のため
のさまざまな福祉サービスの提供体制づくりを推進します。また、一般就労が困難な方に
対してはきめ細かな就労支援サービスの充実に努めます。このほか賃金水準の向上につな
がる総合的な支援を行うとともに、年金、手当、各種割引、減免等の所得保障等、経済的
自立のための支援の充実に努めます。

【基本目標を達成するための施策】
障がい特性に応じた就労支援、就業機会の確保
就労定着のための支援
障がい者雇用の促進
経済的自立のための支援

基本目標６  生涯にわたるインクルーシブ教育システムの構築を進めます
「インクルーシブ教育システム（包容する教育制度）」の理念を踏まえ、障がいの有無によ
って分け隔てられることなく、可能な限り、共に教育を受けることのできる仕組みづくり
を進めます。また、障がいのある人が生涯を通じて豊かな人生を送るため、さまざまな学
習や関連施策を推進し、共生社会の実現を目指します。

【基本目標を達成するための施策】
障がい児保育、教育環境の充実
福祉教育の推進

音声コードUni-Voice



 

 

基本目標 ７  文化芸術・スポーツ等に

親しむための取り組みを総合的に推進します

障がいのある人がその一生を通じて、自らの可能性を追求できる環境を整

え、地域の一員として豊かな人生を送ることができるよう、生涯を通じて教育

やスポーツ、文化等のさまざまな機会に親しむことができるよう関係施策を横

断的かつ総合的に推進し共生社会の実現を目指します。 
 

【基本目標を達成するための施策】

○地域活動への参加促進

○地域交流・ボランティア活動の促進

〇スポーツ・文化活動等への参加促進
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基本目標７ 、文化芸術、スポーツ等に親しむための取り組みを総合的に推進します

障がいのある人がその一生を通じて、自らの可能性を追求できる環境を整え、地域の一員
として豊かな人生を送ることができるよう、生涯を通じて教育やスポーツ、文化等のさま
ざまな機会に親しむことができるよう関係施策を横断的かつ総合的に推進し共生社会の実
現を目指します。
 
【基本目標を達成するための施策】
地域活動への参加促進
地域交流、ボランティア活動の促進
スポーツ、文化活動等への参加促進

音声コードUni-Voice



 

 

基本目標 ７  文化芸術・スポーツ等に

親しむための取り組みを総合的に推進します

障がいのある人がその一生を通じて、自らの可能性を追求できる環境を整

え、地域の一員として豊かな人生を送ることができるよう、生涯を通じて教育

やスポーツ、文化等のさまざまな機会に親しむことができるよう関係施策を横

断的かつ総合的に推進し共生社会の実現を目指します。 
 

【基本目標を達成するための施策】

○地域活動への参加促進

○地域交流・ボランティア活動の促進

〇スポーツ・文化活動等への参加促進
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このページは何も掲載されていません。
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３ 施策の方向（施策体系）

 

 

1-1-1　広報啓発活動の推進

1-1-2　適切な情報提供

1-2-1　人権・権利擁護の推進

1-3-1　障がい者に対する差別等の禁止

1-3-2　社会的障壁除去のための合理的配慮

1-3-3　情報・意思疎通支援の充実

2-1-1　相談支援体制の整備

2-1-2　介護する家族への支援

2-2-1　在宅福祉サービスの充実

2-2-2　施設福祉サービスの充実

2-2-3　地域生活への移行支援

2-3-1　専門人材の育成・確保

3-1-1　医療費の給付・助成制度の周知

3-1-2　障がいの発生予防、早期発見・早期治療

3-1-4　精神保健施策の充実

3-1-5　難病に関する施策の推進

3-2-1 発達・療育支援環境の充実

1-2　人権・権利擁護の推進

1-3　障がいを理由とする差別解消の推進

　
障がいを理由とする差別
を解消し、社会的障壁を
除去します

基本理念 すべての人が　自分らしく　安心・安全に暮らせる　共生のまち　あさくら

【基本目標】 【基本目標を実現するための施策と取組方向】

1-1　広報啓発活動の推進

尊厳をもった日常生活等
を実現する生活支援を推
進します

2-1　相談支援体制の充実

2-2　障がい福祉サービスの充実

2-3　専門人材の育成

保健・医療・福祉の連携
による切れ目のない支援
体制を構築します

3-1　保健・医療・福祉サービスの充実

3-1-3　重症心身障がい児・者、医療的ケア児・者
　　　    の保健・医療施策の推進

3-2　発達障がい児・者の支援の充実

基本目標

１

基本目標

２

基本目標

３
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３ 施策の方向（施策体系）
基本理念 すべての人が自分らしく安心、安全に暮らせる共生のまち あさくら

基本目標１ 障がいを理由とする差別を解消し、社会的障壁を除去します

基本目標２ 尊厳をもった日常生活等を実現する生活支援を推進します

基本目標３ 保健、医療、福祉の連携による切れ目のない支援体制を構築します

音声コードUni-Voice



３ 施策の方向（施策体系）

 

 

1-1-1　広報啓発活動の推進

1-1-2　適切な情報提供

1-2-1　人権・権利擁護の推進

1-3-1　障がい者に対する差別等の禁止

1-3-2　社会的障壁除去のための合理的配慮

1-3-3　情報・意思疎通支援の充実

2-1-1　相談支援体制の整備

2-1-2　介護する家族への支援

2-2-1　在宅福祉サービスの充実

2-2-2　施設福祉サービスの充実

2-2-3　地域生活への移行支援

2-3-1　専門人材の育成・確保

3-1-1　医療費の給付・助成制度の周知

3-1-2　障がいの発生予防、早期発見・早期治療

3-1-4　精神保健施策の充実

3-1-5　難病に関する施策の推進

3-2-1 発達・療育支援環境の充実

1-2　人権・権利擁護の推進

1-3　障がいを理由とする差別解消の推進

　
障がいを理由とする差別
を解消し、社会的障壁を
除去します

基本理念 すべての人が　自分らしく　安心・安全に暮らせる　共生のまち　あさくら

【基本目標】 【基本目標を実現するための施策と取組方向】

1-1　広報啓発活動の推進

尊厳をもった日常生活等
を実現する生活支援を推
進します

2-1　相談支援体制の充実

2-2　障がい福祉サービスの充実

2-3　専門人材の育成

保健・医療・福祉の連携
による切れ目のない支援
体制を構築します

3-1　保健・医療・福祉サービスの充実

3-1-3　重症心身障がい児・者、医療的ケア児・者
　　　    の保健・医療施策の推進

3-2　発達障がい児・者の支援の充実

基本目標

１

基本目標

２

基本目標

３

4-1-1　道路等のバリアフリー化の推進

4-1-2　公共施設等のバリアフリー化の推進

4-1-3　住宅の確保

4-2-1　移動・交通手段の確保

4-2-2　移動支援の充実

4-3-1　災害時における避難支援体制の強化

4-3-2　防犯・交通安全対策の推進

5-1-1　多様な就労への支援

5-1-2　一般就労の促進

5-2-1　就労定着への支援

5-3-1　障がい者雇用の促進

5-4-1　経済的支援の実施

6-1-1　障がい児保育の充実

6-1-2　障がい児教育の充実

6-1-3　学校施設の整備・充実

6-2-1　学校教育における福祉教育の推進

6-2-2　地域における福祉教育の推進

7-1-1　地域活動への参加促進

7-2-1　地域交流活動の推進

7-2-2　ボランティア活動の促進

7-3-1　スポーツ・レクリエーション活動への参加促進
7-3-2　文化活動・生涯学習の振興

基本理念 すべての人が　自分らしく　安心・安全に暮らせる　共生のまち　あさくら

【基本目標】 【基本目標を実現するための施策と取組方向】

障がい特性に合わせた
多様な生活基盤を整備し
ます

4-1　道路、公共施設等のバリアフリー化の推進

4-3　災害時等での安心・安全対策の強化

働く機会の確保と経済的
自立のための支援に取り
組みます

5-1　障がい特性に応じた就労支援、就業機会の確保

5-2　就労定着のための支援

5-3　障がい者雇用の促進

5-4　経済的自立のための支援

文化芸術・スポーツ等に
親しむための取り組みを
総合的に推進します

7-1　地域活動への参加促進

7-2　地域交流・ボランティア活動の促進

7-3　スポーツ・文化活動等への参加促進

生涯にわたるインクルー
シブ教育システムの構築
を進めます

6-2　福祉教育の推進

基本目標

４

基本目標

５

基本目標

６

基本目標

７

6-1　障がい児の保育・教育環境の充実

4-2　移動・交通手段の確保
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基本理念 すべての人が自分らしく安心、安全に暮らせる共生のまち あさくら

基本目標４、障がい特性に合わせた多様な生活基盤を整備します

基本目標５、働く機会の確保と経済的自立のための支援に取り組みます

基本目標６、生涯にわたるインクルーシブ教育システムの構築を進めます

基本目標７、文化芸術、スポーツ等に親しむための取り組みを総合的に推進します

音声コードUni-Voice



 

 

第３章 具体的施策
  

  

基本目標 １ 障がいを理由とする差別を解消し、

社会的障壁を除去します 
 

施策１－１ 広報啓発活動の推進
 

【現状と課題】 
誰もがお互いの人格と個性を尊重して支え合う共生社会を実現するためには、

障がいを理由とした差別をなくすことが必要不可欠です。  
令和５年度に実施したアンケート調査によると、障がいがあることで差別や

嫌な思いをしたことがある人は、知的障がいや精神障がいのある人で半数近く

みられます。  
また、「障害者虐待防止法」（平成２３年法律第７９号）等の適正な運用を通

じて障がい者虐待を防止するとともに、障がいのある人の権利侵害の防止や被

害の救済を図るため、相談・紛争解決体制の充実等に取り組むことで、障がい

のある人の権利擁護を着実に推進することが必要です。 
平成２５年６月に「障害者差別解消法」が成立し、障がいを理由とする差別

の解消に取り組むべき法的根拠が整備され、令和３年５月に一部改正され「事

業者における合理的配慮の提供の義務化等」が追加されました。今後は障がい

を理由とする差別を解消する施策及び合理的配慮の推進が必要です。同様に、

「障害者基本法」に定められた障害者週間の各種行事を中心に、市民、ボラン

ティア団体、障がい者団体等幅広い層の参加による啓発活動や、障がいのある

人が自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性について市民の理

解を深め、誰もが障がいのある人を自然に手助けすることができる「心のバリ

アフリー」の推進を図ることが必要です。

一方、近年の情報技術（ＩＴ）の急速な進展は、必要な情報の収集や多くの

人とのコミュニケーションを容易にするだけではなく、障がいのある人の自立

や社会参加を促進するなどの大きな効果が期待されます。  
現在、本市では文字情報が伝わりにくい視覚障がい者や聴覚障がい者に対し、

点訳・音訳サービス等を充実するための機器や手話通訳者の配置を行い、文字

情報や音の情報のバリアを解消するよう努めています。  
今後も、情報のバリアフリー化に向けた環境整備と人材育成が必要です。  
 

※心のバリアフリー…差別、偏見、理解の不足、誤解等をなくしていくことをいいます。

※情報のバリアフリー…視覚・聴覚障がい等があると、情報入手に困難が伴います。視覚障がいには

点字や音声、聴覚障がいには手話や要約筆記等の対応手段を講じて、阻害要因をなくしていくことを

いいます。
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第３章、具体的施策
基本目標 １ 、障がいを理由とする差別を解消し、社会的障壁を除去します  
施策１の１、広報啓発活動の推進 
【現状と課題】 
誰もがお互いの人格と個性を尊重して支え合う共生社会を実現するためには、障がいを理
由とした差別をなくすことが必要不可欠です。 
令和５年度アンケートによると、障がいがあることで差別や嫌な思いをしたことがある人
は、知的障がいや精神障がいのある人で半数近くみられます。 
また、「障害者虐待防止法」（平成 23 年法律第 79 号）等の適正な運用を通じて障がい者虐
待を防止するとともに、障がいのある人の権利侵害の防止や被害の救済を図るため、相
談、紛争解決体制の充実等に取り組むことで、障がいのある人の権利擁護を着実に推進す
ることが必要です。
平成 25 年６月に「障害者差別解消法」が成立し、障がいを理由とする差別の解消に取り
組むべき法的根拠が整備され、令和３年５月に一部改正され「事業者における合理的配慮
の提供の義務化等」が追加されました。今後は障がいを理由とする差別を解消する施策及
び合理的配慮の推進が必要です。同様に、「障害者基本法」に定められた障害者週間の各種
行事を中心に、市民、ボランティア団体、障がい者団体等幅広い層の参加による啓発活動
や、障がいのある人が自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性について市
民の理解を深め、誰もが障がいのある人を自然に手助けすることができる「心のバリアフ
リー」の推進を図ることが必要です。
一方、近年の情報技術の急速な進展は、必要な情報の収集や多くの人とのコミュニケーシ
ョンを容易にするだけではなく、障がいのある人の自立や社会参加を促進するなどの大き
な効果が期待されます。 
現在、本市では文字情報が伝わりにくい視覚障がい者や聴覚障がい者に対し、点訳・音訳
サービス等を充実するための機器や手話通訳者の配置を行い、文字情報や音の情報のバリ
アを解消するよう努めています。 
今後も、情報のバリアフリー化に向けた環境整備と人材育成が必要です。

※心のバリアフリー
差別、偏見、理解の不足、誤解等をなくしていくことをいいます。
 ※情報のバリアフリー
視覚・聴覚障がい等があると、情報入手に困難が伴います。視覚障がいには点字や音声、
聴覚障がいには手話や要約筆記等の対応手段を講じて、阻害要因をなくしていくことをい
います。  

音声コードUni-Voice



 

 

第３章 具体的施策
  

  

基本目標 １ 障がいを理由とする差別を解消し、

社会的障壁を除去します 
 

施策１－１ 広報啓発活動の推進
 

【現状と課題】 
誰もがお互いの人格と個性を尊重して支え合う共生社会を実現するためには、

障がいを理由とした差別をなくすことが必要不可欠です。  
令和５年度に実施したアンケート調査によると、障がいがあることで差別や

嫌な思いをしたことがある人は、知的障がいや精神障がいのある人で半数近く

みられます。  
また、「障害者虐待防止法」（平成２３年法律第７９号）等の適正な運用を通

じて障がい者虐待を防止するとともに、障がいのある人の権利侵害の防止や被

害の救済を図るため、相談・紛争解決体制の充実等に取り組むことで、障がい

のある人の権利擁護を着実に推進することが必要です。 
平成２５年６月に「障害者差別解消法」が成立し、障がいを理由とする差別

の解消に取り組むべき法的根拠が整備され、令和３年５月に一部改正され「事

業者における合理的配慮の提供の義務化等」が追加されました。今後は障がい

を理由とする差別を解消する施策及び合理的配慮の推進が必要です。同様に、

「障害者基本法」に定められた障害者週間の各種行事を中心に、市民、ボラン

ティア団体、障がい者団体等幅広い層の参加による啓発活動や、障がいのある

人が自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性について市民の理

解を深め、誰もが障がいのある人を自然に手助けすることができる「心のバリ

アフリー」の推進を図ることが必要です。

一方、近年の情報技術（ＩＴ）の急速な進展は、必要な情報の収集や多くの

人とのコミュニケーションを容易にするだけではなく、障がいのある人の自立

や社会参加を促進するなどの大きな効果が期待されます。  
現在、本市では文字情報が伝わりにくい視覚障がい者や聴覚障がい者に対し、

点訳・音訳サービス等を充実するための機器や手話通訳者の配置を行い、文字

情報や音の情報のバリアを解消するよう努めています。  
今後も、情報のバリアフリー化に向けた環境整備と人材育成が必要です。  
 

※心のバリアフリー…差別、偏見、理解の不足、誤解等をなくしていくことをいいます。

※情報のバリアフリー…視覚・聴覚障がい等があると、情報入手に困難が伴います。視覚障がいには

点字や音声、聴覚障がいには手話や要約筆記等の対応手段を講じて、阻害要因をなくしていくことを

いいます。

 

【施策の目指す目標】 
  

日常生活の中で、障がいの有無にかかわらず、市民として共に暮らし、支え

あう関係を深めるため、各種団体と連携し市民等の障がいに対する啓発活動を

推進します。  
   

【施策の取り組み方向】 
  

1-1-1 広報・啓発活動の推進 

① 市民等への障がいに対する正しい理解を促進する広報・啓発活動の充実 
障がいのある人が地域社会の中で自立した生活を送るためには、市民や企業

等の周囲の理解と支援を充実させることが必要です。そのため、障がいや障が

いのある人に対する市民の理解を深める機会を広げていきます。  
 
主な取り組み 
 障がいに関する啓発情報の広報紙等への定期的な掲載 

② 障害者週間及び関係団体の周知及び啓発活動の推進 
毎年実施される「障害者週間」を広く市民へ周知するほか、障がい者団体等

の取り組みに対する周知や関係団体との連携による啓発活動を進めます。  
 
主な取り組み 
 広報等を通じた「障害者週間」の周知 

 障がい者団体の周知に向けた広報活動支援 

 施設等への福祉情報の提供 

 身体障がい者相談員や知的障がい者相談員の啓発広報の推進
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【施策の目指す目標】 
 
日常生活の中で、障がいの有無にかかわらず、市民として共に暮らし、支えあう関係を深
めるため、各種団体と連携し市民等の障がいに対する啓発活動を推進します。 
  
【施策の取り組み方向】 
 
1 の 1 の 1、広報・啓発活動の推進 
① 市民等への障がいに対する正しい理解を促進する広報、啓発活動の充実 
障がいのある人が地域社会の中で自立した生活を送るためには、市民や企業等の周囲の理
解と支援を充実させることが必要です。そのため、障がいや障がいのある人に対する市民
の理解を深める機会を広げていきます。 

主な取り組み 
障がいに関する啓発情報の広報紙等への定期的な掲載 

②、障害者週間及び関係団体の周知及び啓発活動の推進 
毎年実施される「障害者週間」を広く市民へ周知するほか、障がい者団体等の取り組みに
対する周知や関係団体との連携による啓発活動を進めます。 

主な取り組み 
広報等を通じた「障害者週間」の周知 
障がい者団体の周知に向けた広報活動支援 
施設等への福祉情報の提供 
身体障がい者相談員や知的障がい者相談員の啓発広報の推進

音声コードUni-Voice



 

 

1-1-2 適切な情報提供 

① わかりやすい情報提供の推進 
広報紙や「福祉のしおり」等の広報媒体により、障がいのある人に対し、制

度やサービスについて、わかりやすい情報提供に努めます。  
 
主な取り組み 
 障がい福祉サービス等の情報を掲載した「福祉のしおり」・「地域資源マップ」

の作成・配布 

 音声及び点字を活用した広報及び案内文書の情報提供 

 
② 市職員の障がい施策に対する正しい理解促進 

市職員が法改正等に伴う障がいのある人を取り巻く環境の変化を正しく理解

し、適切なサービスが提供できるよう、研修等を通じて知識の向上と意識啓発

を推進します。 
  
主な取り組み 
 市職員の研修機会の充実による、法改正等にあわせた適切なサービスの提供 

 市職員の障がいに対する学習機会の充実（障がいのある人の視点にたった行政

運営の推進） 

 

施策１－２ 人権・権利擁護の推進
  

【現状と課題】

知的障がい者や精神障がい者等、判断能力が不十分な障がいのある人は、そ

の財産や生活上の権利を守るための制度の活用が不可欠です。  
アンケート調査によると、成年後見制度の認知状況は、障がいの種類にかか

わらず『知っている』が半数近くを占めていますが、「名前も内容も知ってい

る」と答える人は２３.８％にとどまっています。  
平成 年 月には「障害者の虐待の防止、障害者の養護者に対する支援

等に関する法律（障害者虐待防止法）」が施行され、平成 年４月には「障

害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」が施行

され、障がいを理由とする差別の解消に取り組むべき法的根拠が整備されまし

た。  
障がいのある人に対する差別の解消を図るには、障がい及び障がいのある人

に対する正しい知識の普及と理解促進を図ることが重要です。  
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1 の 1 の 2、適切な情報提供 

①、わかりやすい情報提供の推進 
広報紙や「福祉のしおり」等の広報媒体により、障がいのある人に対し、制度やサービス
について、わかりやすい情報提供に努めます。 
主な取り組み 
障がい福祉サービス等の情報を掲載した「福祉のしおり」「地域資源マップ」の作成・配
布 
音声及び点字を活用した広報及び案内文書の情報提供 

②、市職員の障がい施策に対する正しい理解促進 
市職員が法改正等に伴う障がいのある人を取り巻く環境の変化を正しく理解し、適切なサ
ービスが提供できるよう、研修等を通じて知識の向上と意識啓発を推進します。
主な取り組み 
市職員の研修機会の充実による、法改正等にあわせた適切なサービスの提供 
市職員の障がいに対する学習機会の充実（障がいのある人の視点にたった行政運営の推
進） 

施策１の２、 人権・権利擁護の推進 
 
【現状と課題】
知的障がい者や精神障がい者等、判断能力が不十分な障がいのある人は、その財産や生活
上の権利を守るための制度の活用が不可欠です。 
アンケート調査によると、成年後見制度の認知状況は、障がいの種類にかかわらず『知っ
ている』が半数近くを占めていますが、「名前も内容も知っている」と答える人は 23.8％
にとどまっています。 
平成 24 年 10 月には「障害者の虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
（障害者虐待防止法）」が施行され、平成 28 年４月には「障害を理由とする差別の解消の
推進に関する法律（障害者差別解消法）」が施行され、障がいを理由とする差別の解消に
取り組むべき法的根拠が整備されました。 
障がいのある人に対する差別の解消を図るには、障がい及び障がいのある人に対する正し
い知識の普及と理解促進を図ることが重要です。 

音声コードUni-Voice



 

 

1-1-2 適切な情報提供 

① わかりやすい情報提供の推進 
広報紙や「福祉のしおり」等の広報媒体により、障がいのある人に対し、制

度やサービスについて、わかりやすい情報提供に努めます。  
 
主な取り組み 
 障がい福祉サービス等の情報を掲載した「福祉のしおり」・「地域資源マップ」

の作成・配布 

 音声及び点字を活用した広報及び案内文書の情報提供 

 
② 市職員の障がい施策に対する正しい理解促進 

市職員が法改正等に伴う障がいのある人を取り巻く環境の変化を正しく理解

し、適切なサービスが提供できるよう、研修等を通じて知識の向上と意識啓発

を推進します。 
  
主な取り組み 
 市職員の研修機会の充実による、法改正等にあわせた適切なサービスの提供 

 市職員の障がいに対する学習機会の充実（障がいのある人の視点にたった行政

運営の推進） 

 

施策１－２ 人権・権利擁護の推進
  

【現状と課題】

知的障がい者や精神障がい者等、判断能力が不十分な障がいのある人は、そ

の財産や生活上の権利を守るための制度の活用が不可欠です。  
アンケート調査によると、成年後見制度の認知状況は、障がいの種類にかか

わらず『知っている』が半数近くを占めていますが、「名前も内容も知ってい

る」と答える人は２３.８％にとどまっています。  
平成 年 月には「障害者の虐待の防止、障害者の養護者に対する支援

等に関する法律（障害者虐待防止法）」が施行され、平成 年４月には「障

害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」が施行

され、障がいを理由とする差別の解消に取り組むべき法的根拠が整備されまし

た。  
障がいのある人に対する差別の解消を図るには、障がい及び障がいのある人

に対する正しい知識の普及と理解促進を図ることが重要です。  

 

今後は、これら法律や制度に基づき、障がいのある人の権利擁護のための取

り組みを充実することが必要です。 
なお、本市の具体的な取り組みとしては、人権教育を推進するため１２月の

人権週間に合わせて、人権を考える朝倉市民のつどいを行っています。また、

年８回実施しているみんなの人権セミナーの中で「障がい者の人権」をテーマ

としたセミナーを開催しています。 毎年作成している人権啓発冊子カレンダ

ー「ひらけ未来に」に、障がいに関する啓発記事を掲載しています。  
 

【施策の目指す目標】 
  

意識啓発を進めることで、市民一人ひとりが個人の尊厳を重んじ、すべての

人の人権が尊重される地域社会づくりを進めます。  
    

【施策の取り組み方向】 
  

1-2-1 人権・権利擁護の推進 

① 人権教育を通じた障がいに関する意識啓発 
人権週間等を通じて、障がいへの理解を深めるための啓発活動を推進しま

す。  
 
主な取り組み 
 人権週間及び人権セミナーを通じた意識啓発 

 講演会や啓発冊子等の作成による意識啓発・広報活動の展開 

② 権利擁護の推進と成年後見人制度の利用支援 
障がいのある人の日常生活における権利が損なわれないよう、権利擁護や成

年後見制度利用促進基本計画に基づき情報提供、相談支援を推進します。  
 
主な取り組み 
 権利擁護に関する相談支援 

 成年後見人制度の周知及び利用支援（制度活用の促進） 
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今後は、これら法律や制度に基づき、障がいのある人の権利擁護のための取り組みを充実
することが必要です。
なお、本市の具体的な取り組みとしては、人権教育を推進するため、12 月の人権週間に合
わせて、人権を考える朝倉市民のつどいを行っています。また、年８回実施しているみん
なの人権セミナーの中で「障がい者の人権」をテーマとしたセミナーを開催しています。 
毎年作成している人権啓発冊子カレンダー「ひらけ未来に」に、障がいに関する啓発記事
を掲載しています。 

【施策の目指す目標】 
 意識啓発を進めることで、市民一人ひとりが個人の尊厳を重んじ、すべての人の人権が尊
重される地域社会づくりを進めます。  
  
【施策の取り組み方向】 
 1 の 2 の 1、人権・権利擁護の推進 

①、人権教育を通じた障がいに関する意識啓発 
人権週間等を通じて、障がいへの理解を深めるための啓発活動を推進します。 

主な取り組み 
人権週間及び人権セミナーを通じた意識啓発 
講演会や啓発冊子等の作成による意識啓発・広報活動の展開 

②、権利擁護の推進と成年後見人制度の利用支援 
障がいのある人の日常生活における権利が損なわれないよう、権利擁護や成年後見制度利
用促進基本計画に基づき情報提供、相談支援を推進します。 

主な取り組み 
権利擁護に関する相談支援 
成年後見人制度の周知及び利用支援（制度活用の促進）

音声コードUni-Voice



 

 

施策１－３ 障がいを理由とする差別解消の推進
  

【現状と課題】 

平成２８ 年４月に施行された障害者差別解消法では、「行政機関等は、その

事務又は事業を行うに当たり、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要とし

ている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でな

いときは、障がい者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がい者

の性別、年齢及び障がいの状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必

要かつ合理的な配慮をしなければならない。」と規定しています。  
「社会的障壁の除去についての必要かつ合理的配慮」とは、障がいのある人

が日常生活や社会生活において受けるさまざまな制限をもたらす原因となる社

会的な障壁を取り除くため、その実施に伴う負担が過重でない場合に、特定の

障がいのある人に対し、個別の状況に応じて講じられるべき措置とされていま

す。そのため、障がいのある人の権利利益を侵害することがないように、合理

的な配慮を実施することが必要です。 
本市では、障がいのある人が地域活動へ参画・参加できるよう、移動支援事

業、移送サービス、手話奉仕員派遣事業等を実施し、社会参加の促進を図って

いるほか、福祉ボランティア団体等への助成を行い、障がいのある人の地域活

動の支援体制強化を図っています。 
また、情報の取得・利用におけるバリアフリー化は、障がいのある人が地域

社会の中で生活し、積極的に社会参加していくために不可欠であり、障がいの

特性に応じた意思疎通の手段を確保できる環境づくりが大切です。 障害者情

報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法も踏まえ、行政情報の提

供等に当たっては、ＩＣＴ等の利活用も踏まえ、アクセシビリティに配慮した

情報提供を行うことが求められています。 
 

※障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション…障がいのある人が自立した日常生活及び社会生

活を営むために必要な分野において、必要とする情報を十分に取得し及び利用し並びに円滑に意

思疎通を図るための取り組み。 

【施策の目指す目標】 
  

 障がいを理由とした差別を解消し、障がいの有無によって分け隔てられる

ことなく、人格と個性を尊重しあいながら共生社会の実現を目指します。  
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施策１の３、障がいを理由とする差別解消の推進 
 
【現状と課題】 
平成 28 年４月に施行された障害者差別解消法では、「行政機関等は、その事務又は事業を
行うに当たり、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があ
った場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者の権利利益を侵害
することとならないよう、当該障がい者の性別、年齢及び障がいの状態に応じて、社会的
障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。」と規定していま
す。 
「社会的障壁の除去についての必要かつ合理的配慮」とは、障がいのある人が日常生活や
社会生活において受けるさまざまな制限をもたらす原因となる社会的な障壁を取り除くた
め、その実施に伴う負担が過重でない場合に、特定の障がいのある人に対し、個別の状況
に応じて講じられるべき措置とされています。そのため、障がいのある人の権利利益を侵
害することがないように、合理的な配慮を実施することが必要です。
本市では、障がいのある人が地域活動へ参画、参加できるよう、移動支援事業、移送サー
ビス、手話奉仕員派遣事業等を実施し、社会参加の促進を図っているほか、福祉ボランテ
ィア団体等への助成を行い、障がいのある人の地域活動の支援体制強化を図っています。
また、情報の取得、利用におけるバリアフリー化は、障がいのある人が地域社会の中で生
活し、積極的に社会参加していくために不可欠であり、障がいの特性に応じた意思疎通の
手段を確保できる環境づくりが大切です。 障害者情報アクセシビリティコミュニケーショ
ン施策推進法も踏まえ、行政情報の提供等に当たっては、ＩＣＴ等の利活用も踏まえ、ア
クセシビリティに配慮した情報提供を行うことが求められています。

※障害者情報アクセシビリティコミュニケーション…障がいのある人が自立した日常生活
及び社会生活を営むために必要な分野において、必要とする情報を十分に取得し及び利用
し並びに円滑に意思疎通を図るための取り組み。

【施策の目指す目標】 
 障がいを理由とした差別を解消し、障がいの有無によって分け隔てられることなく、人格
と個性を尊重しあいながら共生社会の実現を目指します。

音声コードUni-Voice



 

 

施策１－３ 障がいを理由とする差別解消の推進
  

【現状と課題】 

平成２８ 年４月に施行された障害者差別解消法では、「行政機関等は、その

事務又は事業を行うに当たり、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要とし

ている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でな

いときは、障がい者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がい者

の性別、年齢及び障がいの状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必

要かつ合理的な配慮をしなければならない。」と規定しています。  
「社会的障壁の除去についての必要かつ合理的配慮」とは、障がいのある人

が日常生活や社会生活において受けるさまざまな制限をもたらす原因となる社

会的な障壁を取り除くため、その実施に伴う負担が過重でない場合に、特定の

障がいのある人に対し、個別の状況に応じて講じられるべき措置とされていま

す。そのため、障がいのある人の権利利益を侵害することがないように、合理

的な配慮を実施することが必要です。 
本市では、障がいのある人が地域活動へ参画・参加できるよう、移動支援事

業、移送サービス、手話奉仕員派遣事業等を実施し、社会参加の促進を図って

いるほか、福祉ボランティア団体等への助成を行い、障がいのある人の地域活

動の支援体制強化を図っています。 
また、情報の取得・利用におけるバリアフリー化は、障がいのある人が地域

社会の中で生活し、積極的に社会参加していくために不可欠であり、障がいの

特性に応じた意思疎通の手段を確保できる環境づくりが大切です。 障害者情

報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法も踏まえ、行政情報の提

供等に当たっては、ＩＣＴ等の利活用も踏まえ、アクセシビリティに配慮した

情報提供を行うことが求められています。 
 

※障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション…障がいのある人が自立した日常生活及び社会生

活を営むために必要な分野において、必要とする情報を十分に取得し及び利用し並びに円滑に意

思疎通を図るための取り組み。 

【施策の目指す目標】 
  

 障がいを理由とした差別を解消し、障がいの有無によって分け隔てられる

ことなく、人格と個性を尊重しあいながら共生社会の実現を目指します。  
 

 

 

【施策の取り組み方向】 
 
1-3-1 障がい者に対する差別等の禁止

日常生活の場や教育、雇用の場等、さまざまな場において、障がいを理由と

する差別の禁止に向けた啓発活動を行うとともに、差別を受けた場合等の相談

支援体制の充実を図ります。 
  
主な取り組み 
 障がいを理由とする不当な差別の禁止に関する啓発・広報活動 

 差別の禁止や合理的配慮等に関する研修の実施 

 

1-3-2 社会的障壁除去のための合理的配慮 

行政機関等においては、障害者差別解消法第７条に基づく禁止事項や義務化

された事項について、職員対応要領を定めるよう努めることとされており、本

市では、必要かつ合理的配慮や、差別を受けた場合等の相談体制の構築等につ

いて、職員対応要領を定めて対応しています。また、障害者基本法では、「国

及び地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより行われる選挙、国民

審査又は投票において、障がい者が円滑に投票できるようにするため、投票所

の施設又は設備の整備その他必要な施策を講じなければならない。」と選挙等

における配慮を規定しています。そのため、引き続きこのような施策を実施し

ていきます。 
  
主な取り組み 
 市職員対応要領に基づく合理的配慮の実践 

 選挙等における配慮 

 

1-3-3 情報・意思疎通支援の充実 

障がいのある人が社会参加しやすくなるよう、手話通訳者や要約筆記者等を

養成し、障がい状況に対応した教室や講座を開催するよう努めます。 
  
主な取り組み 
 聴覚障がい者のコミュニケーション手段の確保（手話通訳者・要約筆記者の養

成、派遣支援、社会福祉協議会との連携による、手話・要約筆記のボランティ

ア活動支援）

 視覚障がい者のコミュニケーション手段の確保（社会福祉協議会との連携によ

る、点訳・朗読ボランティア活動支援）
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【施策の取り組み方向】 
 1 の 3 の 1、障がい者に対する差別等の禁止 
日常生活の場や教育、雇用の場等、さまざまな場において、障がいを理由とする差別の禁
止に向けた啓発活動を行うとともに、差別を受けた場合等の相談支援体制の充実を図りま
す。
 主な取り組み 
障がいを理由とする不当な差別の禁止に関する啓発、広報活動 
差別の禁止や合理的配慮等に関する研修の実施 

1 の 3 の 2、 社会的障壁除去のための合理的配慮 
行政機関等においては、障害者差別解消法第７条に基づく禁止事項や義務化された事項に
ついて、職員対応要領を定めるよう努めることとされており、本市では、必要かつ合理的
配慮や、差別を受けた場合等の相談体制の構築等について、職員対応要領を定めて対応し
ています。また、障害者基本法では、「国及び地方公共団体は、法律又は条例の定めるとこ
ろにより行われる選挙、国民審査又は投票において、障がい者が円滑に投票できるように
するため、投票所の施設又は設備の整備その他必要な施策を講じなければならない。」と
選挙等における配慮を規定しています。そのため、引き続きこのような施策を実施してい
きます。
 主な取り組み 
市職員対応要領に基づく合理的配慮の実践 
選挙等における配慮 

1 の 3 の 3 、情報・意思疎通支援の充実 
障がいのある人が社会参加しやすくなるよう、手話通訳者や要約筆記者等を養成し、障が
い状況に対応した教室や講座を開催するよう努めます。
 主な取り組み 
聴覚障がい者のコミュニケーション手段の確保（手話通訳者、要約筆記者の養成、派遣支
援、社会福祉協議会との連携による、手話・要約筆記のボランティア活動支援）
視覚障がい者のコミュニケーション手段の確保（社会福祉協議会との連携による、点訳、
朗読ボランティア活動支援）

音声コードUni-Voice



 

 

基本目標 ２  尊厳をもった日常生活等を実現する 

生活支援を推進します
 

 

施策２－１ 相談支援体制の充実
   

【現状と課題】 

障がいのある人及びその家族からの相談支援を充実するため、本市では、障

がい者相談支援事業所を設置したほか、身体障がい者・知的障がい者相談員を

設置し、障がいのある人の適切なサービスの利用援助、介護相談、情報提供・

助言等、自立・社会参加の促進を図ってきました。障がいのある人を介助する

家族の高齢化が進んでおり、障がいのある人への支援とともに介助する家族に

対する支援の必要性が更に高まっています。 
アンケート調査では、障がいのある人の相談支援サービスに対するニーズは

高く、引き続き関係機関との連携を図りながら、身近な窓口の充実と専門的な

支援へつなげる体制の充実が求められます。  
 

【施策の目指す目標】 
  

障がいのある人及び家族、介護者等からの多様な相談内容に応じることがで

きる相談体制を充実し、困りごとの解消や必要なサービス、制度の情報提供に

取り組みます。  
  

【施策の取り組み方向】 
  

2-1-1 相談支援体制の整備 
 
障がい福祉の制度やサービスについての周知を充実するとともに、障がいの

ある人のさまざまな相談に対応できるよう、相談支援専門員の資質向上と関係

機関との連携による相談支援体制の充実に努めます。  
 
主な取り組み 
 相談支援専門員による相談支援の充実及び周知

 障がい福祉の制度やサービスに関する周知 

 市役所における相談体制の充実及び関係機関との連携促進 
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基本目標２ 、尊厳をもった日常生活等を実現する生活支援を推進します
 

施策２の１、相談支援体制の充実 
  
【現状と課題】 
障がいのある人及びその家族からの相談支援を充実するため、本市では、障がい者相談支
援事業所を設置したほか、身体障がい者、知的障がい者相談員を設置し、障がいのある人
の適切なサービスの利用援助、介護相談、情報提供、助言等、自立、社会参加の促進を図
ってきました。障がいのある人を介助する家族の高齢化が進んでおり、障がいのある人へ
の支援とともに介助する家族に対する支援の必要性が更に高まっています。
アンケート調査では、障がいのある人の相談支援サービスに対するニーズは高く、引き続
き関係機関との連携を図りながら、身近な窓口の充実と専門的な支援へつなげる体制の充
実が求められます。 

【施策の目指す目標】 
障がいのある人及び家族、介護者等からの多様な相談内容に応じることができる相談体制
を充実し、困りごとの解消や必要なサービス、制度の情報提供に取り組みます。 
 
【施策の取り組み方向】 
2 の 1 の 1、 相談支援体制の整備 
障がい福祉の制度やサービスについての周知を充実するとともに、障がいのある人のさま
ざまな相談に対応できるよう、相談支援専門員の資質向上と関係機関との連携による相談
支援体制の充実に努めます。 

主な取り組み 
相談支援専門員による相談支援の充実及び周知
障がい福祉の制度やサービスに関する周知
市役所における相談体制の充実及び関係機関との連携促進

音声コードUni-Voice



 

 

基本目標 ２  尊厳をもった日常生活等を実現する 

生活支援を推進します
 

 

施策２－１ 相談支援体制の充実
   

【現状と課題】 

障がいのある人及びその家族からの相談支援を充実するため、本市では、障

がい者相談支援事業所を設置したほか、身体障がい者・知的障がい者相談員を

設置し、障がいのある人の適切なサービスの利用援助、介護相談、情報提供・

助言等、自立・社会参加の促進を図ってきました。障がいのある人を介助する

家族の高齢化が進んでおり、障がいのある人への支援とともに介助する家族に

対する支援の必要性が更に高まっています。 
アンケート調査では、障がいのある人の相談支援サービスに対するニーズは

高く、引き続き関係機関との連携を図りながら、身近な窓口の充実と専門的な

支援へつなげる体制の充実が求められます。  
 

【施策の目指す目標】 
  

障がいのある人及び家族、介護者等からの多様な相談内容に応じることがで

きる相談体制を充実し、困りごとの解消や必要なサービス、制度の情報提供に

取り組みます。  
  

【施策の取り組み方向】 
  

2-1-1 相談支援体制の整備 
 
障がい福祉の制度やサービスについての周知を充実するとともに、障がいの

ある人のさまざまな相談に対応できるよう、相談支援専門員の資質向上と関係

機関との連携による相談支援体制の充実に努めます。  
 
主な取り組み 
 相談支援専門員による相談支援の充実及び周知

 障がい福祉の制度やサービスに関する周知 

 市役所における相談体制の充実及び関係機関との連携促進 

 

2-1-2 介護する家族への支援 

事業者等との連携を図り、障がいのある人を介護する家族の負担軽減に向け

た支援体制の整備を進めます。  
 
主な取り組み 
 保健・医療・福祉の連携による家族等への支援体制の整備 

 

施策２－２ 障がい福祉サービスの充実
  

【現状と課題】
 

自立生活援助等、障がいのある人に対する福祉サービスの導入が進む中、在

宅サービスや日中活動、日常生活の支援の充実を図るとともに、地域の中に障

がいのある人の住まいの場（グループホーム等）を確保し、併せて障がいのあ

る人の外出を支援し、社会参加を促すための取り組みを推進する必要がありま

す。  
アンケート調査では、障がい福祉サービスのうち、現在、利用しているとの

回答が多いサービスは「生活介護」「就労継続支援（ 型、 型）」「計画相談

支援」「施設入所支援」となっています。サービスを必要とする障がいのある

人に必要なサービスを提供できるよう、サービス内容の充実と併せ、サービス

の周知や相談支援の充実が求められています。  
事業所アンケート調査では施設利用者の高齢化・重度化が課題となっており、

地域移行への受け皿としての共同生活援助事業（グループホーム）の充実、医

療との連携強化が求められています。 
  

【施策の目指す目標】 
 

障がいのある人が、地域での自立を実現できるよう、在宅・施設での生活を

支援するさまざまなサービスの質的・量的な充実を図り、サービスを提供しま

す。  
  

【施策の取り組み方向】 
  

2-2-1 在宅福祉サービスの充実 
在宅生活を支援するための障がい福祉サービスを利用しながら、自立した生

活を送れるよう、訪問系サービスや日中活動系サービス等の生活支援サービス

の安定した提供に努めるとともに、サービス内容の周知と相談支援を充実し、
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2 の 1 の 2、介護する家族への支援 
事業者等との連携を図り、障がいのある人を介護する家族の負担軽減に向けた支援体制の
整備を進めます。 
主な取り組み 
保健、医療、福祉の連携による家族等への支援体制の整備 

施策２の２、障がい福祉サービスの充実 
 
【現状と課題】
自立生活援助等、障がいのある人に対する福祉サービスの導入が進む中、在宅サービスや
日中活動、日常生活の支援の充実を図るとともに、地域の中に障がいのある人の住まいの
場（グループホーム等）を確保し、併せて障がいのある人の外出を支援し、社会参加を促
すための取り組みを推進する必要があります。 
アンケート調査では、障がい福祉サービスのうち、現在、利用しているとの回答が多いサ
ービスは「生活介護」「就労継続支援（A 型、B 型）」「計画相談支援」「施設入所支援」と
なっています。サービスを必要とする障がいのある人に必要なサービスを提供できるよ
う、サービス内容の充実と併せ、サービスの周知や相談支援の充実が求められています。 
事業所アンケート調査では施設利用者の高齢化・重度化が課題となっており、地域移行へ
の受け皿としての共同生活援助事業（グループホーム）の充実、医療との連携強化が求め
られています。
 
【施策の目指す目標】 
障がいのある人が、地域での自立を実現できるよう、在宅・施設での生活を支援するさま
ざまなサービスの質的、量的な充実を図り、サービスを提供します。 
 
【施策の取り組み方向】 
2 の 2 の 1、在宅福祉サービスの充実 
在宅生活を支援するための障がい福祉サービスを利用しながら、自立した生活を送れるよ
う、訪問系サービスや日中活動系サービス等の生活支援サービスの安定した提供に努める
とともに、サービス内容の周知と相談支援を充実し、障がいのある人が必要とするサービ
スを受けることができる体制づくりを進めます。

音声コードUni-Voice



 

 

障がいのある人が必要とするサービスを受けることができる体制づくりを進め

ます。 
 
主な取り組み 
 個別のニーズに応じた在宅サービスの提供

 日中活動の場の確保

 日常生活用具費給付等の地域生活支援事業の充実 

 相談支援事業所やサービス提供事業所と連携した在宅生活の充実

2-2-2 施設福祉サービスの充実  
安心して暮らしていくことができる居住・生活の場を確保できるよう、障が

いのある方のニーズに応じた通所施設や共同生活援助（グループホーム）等事

業所の整備促進を図るとともに、障がいのある人の自立生活援助等の支援を促

進します。  
 
主な取り組み 
 通所施設やグループホーム等の整備促進（事業所への補助制度の情報提供）

 

2-2-3 地域生活への移行支援 
施設等で暮らす障がいのある人が、地域での暮らしを望むときに、円滑に地

域生活へ移行できるよう、関係機関及び事業者と連携し、地域生活に必要な支

援やサービスの確保、緊急時に対応できる体制づくりの整備に努めるととも

に、地域住民の理解を深め、支えあいながら暮らしていく体制づくりを推進し

ます。  
 
主な取り組み 
 地域生活移行への意向把握と相談支援 
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主な取り組み 
個別のニーズに応じた在宅サービスの提供
日中活動の場の確保
日常生活用具費給付等の地域生活支援事業の充実 
相談支援事業所やサービス提供事業所と連携した在宅生活の充実

2 の 2 の 2、 施設福祉サービスの充実  
安心して暮らしていくことができる居住・生活の場を確保できるよう、障がいのある方の
ニーズに応じた通所施設や共同生活援助（グループホーム）等事業所の整備促進を図ると
ともに、障がいのある人の自立生活援助等の支援を促進します。 

主な取り組み 
通所施設やグループホーム等の整備促進（事業所への補助制度の情報提供）

2 の 2 の 3 、地域生活への移行支援 
施設等で暮らす障がいのある人が、地域での暮らしを望むときに、円滑に地域生活へ移行
できるよう、関係機関及び事業者と連携し、地域生活に必要な支援やサービスの確保、緊
急時に対応できる体制づくりの整備に努めるとともに、地域住民の理解を深め、支えあい
ながら暮らしていく体制づくりを推進します。 
主な取り組み 
地域生活移行への意向把握と相談支援 

音声コードUni-Voice



 

 

障がいのある人が必要とするサービスを受けることができる体制づくりを進め

ます。 
 
主な取り組み 
 個別のニーズに応じた在宅サービスの提供

 日中活動の場の確保

 日常生活用具費給付等の地域生活支援事業の充実 

 相談支援事業所やサービス提供事業所と連携した在宅生活の充実

2-2-2 施設福祉サービスの充実  
安心して暮らしていくことができる居住・生活の場を確保できるよう、障が

いのある方のニーズに応じた通所施設や共同生活援助（グループホーム）等事

業所の整備促進を図るとともに、障がいのある人の自立生活援助等の支援を促

進します。  
 
主な取り組み 
 通所施設やグループホーム等の整備促進（事業所への補助制度の情報提供）

 

2-2-3 地域生活への移行支援 
施設等で暮らす障がいのある人が、地域での暮らしを望むときに、円滑に地

域生活へ移行できるよう、関係機関及び事業者と連携し、地域生活に必要な支

援やサービスの確保、緊急時に対応できる体制づくりの整備に努めるととも

に、地域住民の理解を深め、支えあいながら暮らしていく体制づくりを推進し

ます。  
 
主な取り組み 
 地域生活移行への意向把握と相談支援 

施策２－３ 専門人材の育成

【現状と課題】

平成 ２５ 年に障害者総合支援法が施行され、障がいのある人の範囲に発達

障がいのある人や難病患者が加わる等の改正が行われ、年々サービス利用量も

増加しています。更に、平成３０年度から自立生活援助等のサービスが障がい

福祉サービスとして追加されています。 
現在、本市及び県等関係機関には保健師、作業療法士、理学療法士、管理栄

養士等の専門職が配置されています。障がいの重度・重複化、障がいのある人

の高齢化等が進展する中、障がいのある人に対するきめ細かな対応を図るため

の人材育成は不可欠です。  
今後は、障がい福祉サービスの多様化にあわせ、さまざまな障がいに対応で

きる専門性の高い支援体制が求められており、状況に応じたきめ細かな支援の

ための取り組みを推進していく必要があります。  

【施策の目指す目標】 

多様化・高度化する福祉・介護サービスに適切に対応できるよう、県と連携

し、専門職種の育成・確保に努めます。  

【施策の取り組み方向】 

2-3-1 専門人材の育成・確保 

県等関係機関と連携し、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士等の福祉

専門職や理学療法士等の医学的リハビリテーション従事者等の人材の育成・確

保を進めるとともに、障がい特性を理解したホームヘルパーの人材を確保する

ため、養成研修や資質向上研修への受講を促進します。 

主な取り組み 
 県や関係機関との連携による福祉専門職等の人材の育成・確保 

 ホームヘルパー養成研修、資質向上研修への受講の推進 
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施策２の３、 専門人材の育成 
 
【現状と課題】
平成 25 年に障害者総合支援法が施行され、障がいのある人の範囲に発達障がいのある人
や難病患者が加わる等の改正が行われ、年々サービス利用量も増加しています。更に、平
成 30 年度から自立生活援助等のサービスが障がい福祉サービスとして追加されています。
現在、本市及び県等関係機関には保健師、作業療法士、理学療法士、管理栄養士等の専門
職が配置されています。障がいの重度・重複化、障がいのある人の高齢化等が進展する
中、障がいのある人に対するきめ細かな対応を図るための人材育成は不可欠です。 
今後は、障がい福祉サービスの多様化にあわせ、さまざまな障がいに対応できる専門性の
高い支援体制が求められており、状況に応じたきめ細かな支援のための取り組みを推進し
ていく必要があります。 

【施策の目指す目標】 
多様化、高度化する福祉、介護サービスに適切に対応できるよう、県と連携し、専門職種
の育成、確保に努めます。 
 
【施策の取り組み方向】 
2 の 3 の 1、専門人材の育成、確保 
県等関係機関と連携し、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士等の福祉専門職や理学
療法士等の医学的リハビリテーション従事者等の人材の育成・確保を進めるとともに、障
がい特性を理解したホームヘルパーの人材を確保するため、養成研修や資質向上研修への
受講を促進します。
 
主な取り組み 
県や関係機関との連携による福祉専門職等の人材の育成、確保 
ホームヘルパー養成研修、資質向上研修への受講の推進

音声コードUni-Voice



 

 

 

基本目標 ３  保健・医療・福祉の連携による

切れ目のない支援体制を構築します

 

施策 － 保健・医療・福祉サービスの充実
  

【現状と課題】 

障がいの発生予防・早期発見を図るため、健康診査・保健指導を通じた相

談・指導のほか、関係機関と連携した健康増進活動に取り組んでいます。 精
神障がいのある人に対する保健福祉対策としては、県（保健福祉環境事務

所）、医療機関、関係機関と連携し、情報の共有と社会復帰への支援を行って

います。  
また、難病患者及び家族の幅広いニーズに対応した在宅支援として難病患者

等居宅生活支援事業を実施するとともに、重症心身障がい児・者に対する切れ

目のないサービス受給体制や相談支援体制の充実を図ります。 重度障害者医

療費助成、自立支援医療等、医療費の給付・助成制度については、周知を行う

とともに障がいのある人の医療費の負担軽減を図っています。  
  

【施策の目指す目標】 
  

障がいのある人にとって身近で安心できる保健・医療・福祉を目指し、生涯

を通じて必要な保健、医療・福祉に関する相談やサービスが得られる環境づく

りに取り組みます。  
 

【施策の取り組み方向】 
  

3-1-1 医療費の給付・助成制度の周知 

障がいのある人が必要な医療が受けられるよう、重度障害者医療費助成、自

立支援医療等の医療費の給付・助成制度の周知を図り、経済的な負担の軽減を

図ります。  
 
主な取り組み 
 医療費の給付・助成制度の周知
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基本目標３、保健、医療、福祉の連携による切れ目のない支援体制を構築します

施策 3 の 1、保健、医療、福祉サービスの充実 
 
【現状と課題】 
障がいの発生予防、早期発見を図るため、健康診査、保健指導を通じた相談、指導のほ
か、関係機関と連携した健康増進活動に取り組んでいます。 精神障がいのある人に対する
保健福祉対策としては、県（保健福祉環境事務所）、医療機関、関係機関と連携し、情報の
共有と社会復帰への支援を行っています。 
また、難病患者及び家族の幅広いニーズに対応した在宅支援として難病患者等居宅生活支
援事業を実施するとともに、重症心身障がい児、しゃに対する切れ目のないサービス受給
体制や相談支援体制の充実を図ります。 重度障害者医療費助成、自立支援医療等、医療費
の給付、助成制度については、周知を行うとともに障がいのある人の医療費の負担軽減を
図っています。 
 
【施策の目指す目標】 
 
障がいのある人にとって身近で安心できる保健、医療、福祉を目指し、生涯を通じて必要
な保健、医療、福祉に関する相談やサービスが得られる環境づくりに取り組みます。 
 
【施策の取り組み方向】 
 
3 の 1 の 1、医療費の給付、助成制度の周知 

障がいのある人が必要な医療が受けられるよう、重度障害者医療費助成、自立支援医療等
の医療費の給付、助成制度の周知を図り、経済的な負担の軽減を図ります。 

主な取り組み 
医療費の給付、助成制度の周知

音声コードUni-Voice



 

 

 

基本目標 ３  保健・医療・福祉の連携による

切れ目のない支援体制を構築します

 

施策 － 保健・医療・福祉サービスの充実
  

【現状と課題】 

障がいの発生予防・早期発見を図るため、健康診査・保健指導を通じた相

談・指導のほか、関係機関と連携した健康増進活動に取り組んでいます。 精
神障がいのある人に対する保健福祉対策としては、県（保健福祉環境事務

所）、医療機関、関係機関と連携し、情報の共有と社会復帰への支援を行って

います。  
また、難病患者及び家族の幅広いニーズに対応した在宅支援として難病患者

等居宅生活支援事業を実施するとともに、重症心身障がい児・者に対する切れ

目のないサービス受給体制や相談支援体制の充実を図ります。 重度障害者医

療費助成、自立支援医療等、医療費の給付・助成制度については、周知を行う

とともに障がいのある人の医療費の負担軽減を図っています。  
  

【施策の目指す目標】 
  

障がいのある人にとって身近で安心できる保健・医療・福祉を目指し、生涯

を通じて必要な保健、医療・福祉に関する相談やサービスが得られる環境づく

りに取り組みます。  
 

【施策の取り組み方向】 
  

3-1-1 医療費の給付・助成制度の周知 

障がいのある人が必要な医療が受けられるよう、重度障害者医療費助成、自

立支援医療等の医療費の給付・助成制度の周知を図り、経済的な負担の軽減を

図ります。  
 
主な取り組み 
 医療費の給付・助成制度の周知

 

3-1-2 障がいの発生予防、早期発見・早期治療 

乳幼児健康診査等及び生活習慣病等の各種健康診査において医療機関と連携

を図り、疾病の予防・早期発見や早期対応に努め、障がいの軽減や健康の増進

を支援します。  
 
主な取り組み 
 健康診査・保健指導の継続と健康づくりの推進 

 健康診査に従事する看護師、保健師等に対する専門性を高める研修機会の充実 

 健診受診児への再受診勧奨、状況把握 

 

3-1-3 重症心身障がい児・者、医療的ケア児・者の保健・医療施策の推進

これまでの重症心身障がい児・者、医療的ケア児・者への支援事業を継続す

るとともに、県（保健福祉環境事務所）等と連携し、重症心身障がい児・者、

医療的ケア児・者の正確なニーズの把握に努めるとともに、的確な支援を実施

します。 
 
主な取り組み 
 切れ目のない保健・医療・福祉等のサービス受給体制の充実 

 専門機関との連携によるニーズに応じた適切な指導・支援

 相談支援事業所等との連携による相談支援体制の充実

 

3-1-4 精神保健施策の充実
 

県（保健福祉環境事務所）、医療機関、関係機関との連携を深め、精神障が

いのある人に対する保健相談の充実、社会復帰、職場適応のためのリハビリテ

ーションの推進を図ります。また、県（保健福祉環境事務所）等と連携し、精

神障がいのある人に対する正しい知識の普及と啓発を促進します。  
 
主な取り組み 
 県（保健福祉環境事務所）、医療機関、関係機関との連携による相談支援及び

社会復帰の支援 

 広報等による精神障がいのある人に対する正しい知識の普及と啓発 

 心の健康づくりに対する相談支援の充実
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3 の 1 の 2、障がいの発生予防、早期発見、早期治療 
乳幼児健康診査等及び生活習慣病等の各種健康診査において医療機関と連携を図り、疾病
の予防、早期発見や早期対応に努め、障がいの軽減や健康の増進を支援します。 
主な取り組み 
健康診査、保健指導の継続と健康づくりの推進 
健康診査に従事する看護師、保健師等に対する専門性を高める研修機会の充実 
健診受診児への再受診勧奨、状況把握 

3 の 1 の 3、重症心身障がい児、しゃ、医療的ケア児、しゃの保健、医療施策の推進
これまでの重症心身障がい児、しゃ、医療的ケア児、しゃへの支援事業を継続するととも
に、県（保健福祉環境事務所）等と連携し、重症心身障がい児、しゃ、医療的ケア児、し
ゃの正確なニーズの把握に努めるとともに、的確な支援を実施します。

主な取り組み 
切れ目のない保健・医療・福祉等のサービス受給体制の充実 
専門機関との連携によるニーズに応じた適切な指導、支援
相談支援事業所等との連携による相談支援体制の充実

3 の 1 の 4、 精神保健施策の充実
 
県（保健福祉環境事務所）、医療機関、関係機関との連携を深め、精神障がいのある人に
対する保健相談の充実、社会復帰、職場適応のためのリハビリテーションの推進を図りま
す。また、県（保健福祉環境事務所）等と連携し、精神障がいのある人に対する正しい知
識の普及と啓発を促進します。 

主な取り組み 
県（保健福祉環境事務所）、医療機関、関係機関との連携による相談支援及び社会復帰の
支援 
広報等による精神障がいのある人に対する正しい知識の普及と啓発 
心の健康づくりに対する相談支援の充実

音声コードUni-Voice



 

 

3-1-5 難病に関する施策の推進 

これまでの難病患者及び家族への在宅支援事業を継続するとともに、県（保

健福祉環境事務所）等と連携し、難病患者の正確なニーズの把握に努めるとと

もに、的確な支援を実施します。また、広報活動を通じて難病についての知識

の普及・啓発を行い地域社会での理解と協力が得られるように努めます。  
 
主な取り組み 
 難病患者の実態把握による的確な支援の実施 

 保健・医療・福祉の連携による支援体制の整備 

 難病患者及び家族のニーズに対応した在宅支援事業の推進

 難病についての知識の普及・啓発 

施策３－２ 発達障がい児・者の支援の充実
   

【現状と課題】

平成３０年の児童福祉法の改正により、障がい児支援のあり方が改めて見直

され、障がい児通所支援や障がい児相談支援の提供体制を確保するための「障

害児福祉計画」の策定が義務付けられたほか、障がい児支援のニーズの多様化

へのきめ細かな対応を目指したサービスの提供が求められています。  
アンケート調査では、障がい児対象サービスについて対象年齢（ 歳未満）

の利用状況をみると、「放課後等デイサービス（ ％）」「児童発達支援

（ ％）」「障害児相談支援（同）」「保育所等訪問支援（ ％）」が多く利

用されています。今後３年以内の利用予定では、「放課後等デイサービス

（ ％）」「児童発達支援（ ％）」「医療型児童発達支援（ ％）」「障害

児相談支援（同）」が多くなっています。   
  

【施策の目指す目標】 
 

障がいのある子どもの能力や個性を最大限に伸ばすために、障がいの早期発

見、早期療育支援を図る体制を整備し、ライフステージに応じた切れ目のない

支援を実施します。  
 

  

64

64 ページ

3 の 1 の 5、 難病に関する施策の推進 
これまでの難病患者及び家族への在宅支援事業を継続するとともに、県（保健福祉環境事
務所）等と連携し、難病患者の正確なニーズの把握に努めるとともに、的確な支援を実施
します。また、広報活動を通じて難病についての知識の普及・啓発を行い地域社会での理
解と協力が得られるように努めます。 

主な取り組み 
難病患者の実態把握による的確な支援の実施 
保健、医療、福祉の連携による支援体制の整備 
難病患者及び家族のニーズに対応した在宅支援事業の推進
難病についての知識の普及、啓発 

施策３の２、 発達障がい児、しゃの支援の充実 
 
【現状と課題】
平成 30 年の児童福祉法の改正により、障がい児支援のあり方が改めて見直され、障がい
児通所支援や障がい児相談支援の提供体制を確保するための「障害児福祉計画」の策定が
義務付けられたほか、障がい児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応を目指したサー
ビスの提供が求められています。 
アンケート調査では、障がい児対象サービスについて対象年齢（18 歳未満）の利用状況を
みると、「放課後等デイサービス（42.0％）」「児童発達支援（15.9％）」「障害児相談支援
（同）」「保育所等訪問支援（8.7％）」が多く利用されています。今後３年以内の利用予定
では、「放課後等デイサービス（33.3％）」「児童発達支援（9.5％）」「医療型児童発達支援
（4.8％）」「障害児相談支援（同）」が多くなっています。  
 
【施策の目指す目標】 
障がいのある子どもの能力や個性を最大限に伸ばすために、障がいの早期発見、早期療育
支援を図る体制を整備し、ライフステージに応じた切れ目のない支援を実施します。

音声コードUni-Voice



 

 

3-1-5 難病に関する施策の推進 

これまでの難病患者及び家族への在宅支援事業を継続するとともに、県（保

健福祉環境事務所）等と連携し、難病患者の正確なニーズの把握に努めるとと

もに、的確な支援を実施します。また、広報活動を通じて難病についての知識

の普及・啓発を行い地域社会での理解と協力が得られるように努めます。  
 
主な取り組み 
 難病患者の実態把握による的確な支援の実施 

 保健・医療・福祉の連携による支援体制の整備 

 難病患者及び家族のニーズに対応した在宅支援事業の推進

 難病についての知識の普及・啓発 

施策３－２ 発達障がい児・者の支援の充実
   

【現状と課題】

平成３０年の児童福祉法の改正により、障がい児支援のあり方が改めて見直

され、障がい児通所支援や障がい児相談支援の提供体制を確保するための「障

害児福祉計画」の策定が義務付けられたほか、障がい児支援のニーズの多様化

へのきめ細かな対応を目指したサービスの提供が求められています。  
アンケート調査では、障がい児対象サービスについて対象年齢（ 歳未満）

の利用状況をみると、「放課後等デイサービス（ ％）」「児童発達支援

（ ％）」「障害児相談支援（同）」「保育所等訪問支援（ ％）」が多く利

用されています。今後３年以内の利用予定では、「放課後等デイサービス

（ ％）」「児童発達支援（ ％）」「医療型児童発達支援（ ％）」「障害

児相談支援（同）」が多くなっています。   
  

【施策の目指す目標】 
 

障がいのある子どもの能力や個性を最大限に伸ばすために、障がいの早期発

見、早期療育支援を図る体制を整備し、ライフステージに応じた切れ目のない

支援を実施します。  
 

  

【施策の取り組み方向】 

3-2-1 発達・療育支援環境の充実 

障がいの早期発見に努め、身近な地域で適切な療育支援を継続的に受けるこ

とができるよう、保健・医療・福祉等が連携したサービス受給体制や相談体制

を整備します。また、障がいのある子どもやその家族が必要とする情報を得る

ことで、障がいによって生じるさまざまなニーズに的確に対応し、安心して充

実した生活を送ることができるよう、関係機関と連携しながら発達・療育支援

環境の充実に努めます。また、障がい児から障がい者への切れ目のないサービ

スを実施します。 

主な取り組み 
 障がい児・者への切れ目のない保健・医療・福祉等のサービス受給体制の充実 

 専門機関との連携による、障がい児とその家族のニーズに応じた適切な指導・

支援

 相談支援事業所等との連携による障がい児の相談支援体制の充実 

 障がい児の機能回復訓練体制の充実

 障がい児から障がい者への切れ目のないサービスの提供 
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【施策の取り組み方向】 
3 の 2 の 1、発達、療育支援環境の充実 
障がいの早期発見に努め、身近な地域で適切な療育支援を継続的に受けることができるよ
う、保健、医療、福祉等が連携したサービス受給体制や相談体制を整備します。また、障
がいのある子どもやその家族が必要とする情報を得ることで、障がいによって生じるさま
ざまなニーズに的確に対応し、安心して充実した生活を送ることができるよう、関係機関
と連携しながら発達・療育支援環境の充実に努めます。また、障がい児から障がい者への
切れ目のないサービスを実施します。

主な取り組み 
障がい児、しゃへの切れ目のない保健、医療、福祉等のサービス受給体制の充実 
専門機関との連携による、障がい児とその家族のニーズに応じた適切な指導・支援
相談支援事業所等との連携による障がい児の相談支援体制の充実 
障がい児の機能回復訓練体制の充実
障がい児から障がい者への切れ目のないサービスの提供

音声コードUni-Voice



 

 

基本目標 ４ 障がい特性に合わせた多様な生活基盤を整備します

 

施策４－１ 道路、公共施設等のバリアフリー化の推進
  

【現状と課題】 

すべての市民が、快適にかつ安心して外出・移動できるよう、平成１８年６

月に制定された「バリアフリー新法（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律）」等を踏まえて、バリアフリーやユニバーサルデザインの視

点に立った「やさしいまちづくり」を進めていくことが必要です。  
アンケート調査によると、外出時の困りごとは、「公共交通機関（バス・電

車等）が少ない」「困ったときにどうすればよいのか心配」「道路に段差・階段

が多い」が多く、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳の所持者では「困ったと

きにどうすればよいのか心配」についての回答が多くなっています。   
本市では、歩道整備を計画的に進めており、誘導ブロックを設置し安全な歩

行空間の確保を進めています。また、公共施設のバリアフリー化に向けて法令

に基づく環境整備を進めています。  
市営住宅については、建て替えや改修に応じてバリアフリー化を実施してお

り、一般住宅の住宅改修については各種相談に対応しています。  
 

【施策の目指す目標】 
 

生活環境や利便性の向上に努めることにより、障がいのある人が暮らしやす

さを実感できる環境づくりを進めます。  
  

【施策の取り組み方向】 

4-1-1 道路等のバリアフリー化の推進
 

障がいのある人にとって、安全で利用しやすい歩行空間を確保するため、引

き続き歩道整備等、歩行者にも優しい道路整備を推進するとともに、誘導ブロ

ックの設置及び補修を計画的に進めます。  
 
主な取り組み 
 歩行者にも優しい道路整備の推進 

 誘導ブロックの設置及び補修
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基本目標４、 障がい特性に合わせた多様な生活基盤を整備します 

施策４の１、道路、公共施設等のバリアフリー化の推進 
 
【現状と課題】 
すべての市民が、快適にかつ安心して外出、移動できるよう、平成１８年６月に制定され
た「バリアフリー新法（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律）」等を
踏まえて、バリアフリーやユニバーサルデザインの視点に立った「やさしいまちづくり」
を進めていくことが必要です。 
アンケート調査によると、外出時の困りごとは、「公共交通機関（バス、電車等）が少な
い」「困ったときにどうすればよいのか心配」「道路に段差、階段が多い」が多く、療育手
帳や精神障害者保健福祉手帳の所持者では「困ったときにどうすればよいのか心配」につ
いての回答が多くなっています。  
本市では、歩道整備を計画的に進めており、誘導ブロックを設置し安全な歩行空間の確保
を進めています。また、公共施設のバリアフリー化に向けて法令に基づく環境整備を進め
ています。 
市営住宅については、建て替えや改修に応じてバリアフリー化を実施しており、一般住宅
の住宅改修については各種相談に対応しています。 

【施策の目指す目標】 
生活環境や利便性の向上に努めることにより、障がいのある人が暮らしやすさを実感でき
る環境づくりを進めます。 
 
【施策の取り組み方向】 
4 の 1 の 1 、道路等のバリアフリー化の推進
障がいのある人にとって、安全で利用しやすい歩行空間を確保するため、引き続き歩道整
備等、歩行者にも優しい道路整備を推進するとともに、誘導ブロックの設置及び補修を計
画的に進めます。 
主な取り組み 
歩行者にも優しい道路整備の推進 
誘導ブロックの設置及び補修

音声コードUni-Voice



 

 

基本目標 ４ 障がい特性に合わせた多様な生活基盤を整備します

 

施策４－１ 道路、公共施設等のバリアフリー化の推進
  

【現状と課題】 

すべての市民が、快適にかつ安心して外出・移動できるよう、平成１８年６

月に制定された「バリアフリー新法（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律）」等を踏まえて、バリアフリーやユニバーサルデザインの視

点に立った「やさしいまちづくり」を進めていくことが必要です。  
アンケート調査によると、外出時の困りごとは、「公共交通機関（バス・電

車等）が少ない」「困ったときにどうすればよいのか心配」「道路に段差・階段

が多い」が多く、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳の所持者では「困ったと

きにどうすればよいのか心配」についての回答が多くなっています。   
本市では、歩道整備を計画的に進めており、誘導ブロックを設置し安全な歩

行空間の確保を進めています。また、公共施設のバリアフリー化に向けて法令

に基づく環境整備を進めています。  
市営住宅については、建て替えや改修に応じてバリアフリー化を実施してお

り、一般住宅の住宅改修については各種相談に対応しています。  
 

【施策の目指す目標】 
 

生活環境や利便性の向上に努めることにより、障がいのある人が暮らしやす

さを実感できる環境づくりを進めます。  
  

【施策の取り組み方向】 

4-1-1 道路等のバリアフリー化の推進
 

障がいのある人にとって、安全で利用しやすい歩行空間を確保するため、引

き続き歩道整備等、歩行者にも優しい道路整備を推進するとともに、誘導ブロ

ックの設置及び補修を計画的に進めます。  
 
主な取り組み 
 歩行者にも優しい道路整備の推進 

 誘導ブロックの設置及び補修

 

4-1-2 公共施設等のバリアフリー化の推進
 

公園や公共施設等でのバリアフリー化を継続して進めるほか、関係機関や民

間事業者に要請し、手すり、スロープ、障がい者用トイレ、点字案内等の設置

を更に促進します。  
 
主な取り組み 
 公共施設等における手すり、スロープ、障がい者用トイレ、点字案内等の設置

の促進 

 

4-1-3 住宅の確保 

障がいのある人が地域で自立した生活が送れるよう、市営住宅のバリアフリ

ー化を計画的に進めるとともに、障がいのある人の住宅改修に関する費用の助

成等の支援施策の周知・相談体制を充実します。  
 
主な取り組み 
 市営住宅の建替え時のバリアフリー化

 朝倉市障害者（児）住宅改修費給付事業の周知

 

施策４－２ 移動・交通手段の確保
  

【現状と課題】 

障がいのある人が自立した生活や社会参加を行ううえで、移動・交通手段を

確保することは重要な課題であり、アンケート調査でも、外出時の困りごとは、

「公共交通機関（バス・電車等）が少ない」といった交通面での不便さに対す

る回答が多く、公共交通の課題解消が求められています。  
本市では、福祉タクシー料金の助成を実施しており、主要交通機関であるバ

ス・鉄道会社でも手帳所持者に対する運賃割引等の助成が実施されています。

また、地域生活支援事業の中で、社会福祉協議会による移送サービスが行われ

ています。  

【施策の目指す目標】 
 

障がいのある人の移動手段を確保し、活動範囲の拡大、社会参加の促進を図

ります。  
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4 の 1 の 2 、公共施設等のバリアフリー化の推進
 公園や公共施設等でのバリアフリー化を継続して進めるほか、関係機関や民間事業者に要
請し、手すり、スロープ、障がい者用トイレ、点字案内等の設置を更に促進します。 
主な取り組み 
公共施設等における手すり、スロープ、障がい者用トイレ、点字案内等の設置の促進 

4 の 1 の 3 、住宅の確保 
障がいのある人が地域で自立した生活が送れるよう、市営住宅のバリアフリー化を計画的
に進めるとともに、障がいのある人の住宅改修に関する費用の助成等の支援施策の周知・
相談体制を充実します。 
主な取り組み 
市営住宅の建替えじのバリアフリー化
朝倉市障害者（児）住宅改修費給付事業の周知

施策４の２、 移動、交通手段の確保 
 
【現状と課題】 
障がいのある人が自立した生活や社会参加を行ううえで、移動、交通手段を確保すること
は重要な課題であり、アンケート調査でも、外出時の困りごとは、「公共交通機関（バ
ス、電車等）が少ない」といった交通面での不便さに対する回答が多く、公共交通の課題
解消が求められています。 
本市では、福祉タクシー料金の助成を実施しており、主要交通機関であるバス、鉄道会社
でも手帳所持者に対する運賃割引等の助成が実施されています。また、地域生活支援事業
の中で、社会福祉協議会による移送サービスが行われています。 

【施策の目指す目標】 
障がいのある人の移動手段を確保し、活動範囲の拡大、社会参加の促進を図ります。

音声コードUni-Voice



 

 

【施策の取り組み方向】 

4-2-1 移動・交通手段の確保 

福祉タクシー料金助成及びバス・鉄道運賃割引制度等の周知、障がいのある

人の移動に対する助成及び周知を引き続き実施します。 
 
主な取り組み 
 福祉タクシー料金助成制度の実施

 バス・鉄道運賃割引制度の周知

4-2-2 移動支援の充実 

外出時に移動が困難な障がいのある人等を対象に、行動範囲を広げられるよ

う、地域生活支援事業を通じた移動支援事業によって障がいのある人の社会参

加の促進に努めます。  
 
主な取り組み 
 社会福祉協議会等と連携した移送サービスの充実 

 移動支援事業の充実

 

施策４－３ 災害時等での安心・安全対策の強化
  

【現状と課題】
 

平成２９年７月九州北部豪雨による大規模災害は、障がいのある人の災害時

の安心・安全対策が重要であることを教訓として残しました。具体的には、災

害に強い地域づくりを推進するとともに、災害発生時における障がい特性に配

慮した適切な情報保障や避難支援、福祉避難所（福祉避難スペース）を含む避

難所や応急仮設住宅の確保、福祉・医療サービスの継続等を行うことができる

よう、防災や復興に向けた取り組みを推進することが重要です。また、障がい

のある人を犯罪被害や消費者被害から守るため、防犯対策や消費者トラブルの

防止に向けた取り組みも必要です。 
アンケート調査では、火事や地震等の災害時に一人で避難「できる」方は

％、「できない」方は ％となっており、災害時、家族が不在の場合

や一人暮らしの場合、近所に助けてくれる人が「いる」方は ％、「いな

い」方は ％となっており、災害時に避難の介助が必要であるが、介護者

がいない障がいのある人が多いことがわかりました。火事や地震等の災害時に
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【施策の取り組み方向】 
4 の 2 の 1、 移動、交通手段の確保 
福祉タクシー料金助成及びバス、鉄道運賃割引制度等の周知、障がいのある人の移動に対
する助成及び周知を引き続き実施します。
主な取り組み 
福祉タクシー料金助成制度の実施
バス、鉄道運賃割引制度の周知

4 の 2 の 2 、移動支援の充実 
外出時に移動が困難な障がいのある人等を対象に、行動範囲を広げられるよう、地域生活
支援事業を通じた移動支援事業によって障がいのある人の社会参加の促進に努めます。 
主な取り組み 
社会福祉協議会等と連携した移送サービスの充実 
移動支援事業の充実

施策４の３、 災害時等での安心・安全対策の強化 
 
【現状と課題】
平成 29 年７月九州北部豪雨による大規模災害は、障がいのある人の災害時の安心、安全
対策が重要であることを教訓として残しました。具体的には、災害に強い地域づくりを推
進するとともに、災害発生時における障がい特性に配慮した適切な情報保障や避難支援、
福祉避難所（福祉避難スペース）を含む避難所や応急仮設住宅の確保、福祉、医療サービ
スの継続等を行うことができるよう、防災や復興に向けた取り組みを推進することが重要
です。また、障がいのある人を犯罪被害や消費者被害から守るため、防犯対策や消費者ト
ラブルの防止に向けた取り組みも必要です。
アンケート調査では、火事や地震等の災害時に一人で避難「できる」方は 36.1％、「でき
ない」方は 37.1％となっており、災害時、家族が不在の場合や一人暮らしの場合、近所に
助けてくれる人が「いる」方は 30.7％、「いない」方は 24.6％となっており、災害時に避
難の介助が必要であるが、介護者がいない障がいのある人が多いことがわかりました。

音声コードUni-Voice



 

 

【施策の取り組み方向】 

4-2-1 移動・交通手段の確保 

福祉タクシー料金助成及びバス・鉄道運賃割引制度等の周知、障がいのある

人の移動に対する助成及び周知を引き続き実施します。 
 
主な取り組み 
 福祉タクシー料金助成制度の実施

 バス・鉄道運賃割引制度の周知

4-2-2 移動支援の充実 

外出時に移動が困難な障がいのある人等を対象に、行動範囲を広げられるよ

う、地域生活支援事業を通じた移動支援事業によって障がいのある人の社会参

加の促進に努めます。  
 
主な取り組み 
 社会福祉協議会等と連携した移送サービスの充実 

 移動支援事業の充実

 

施策４－３ 災害時等での安心・安全対策の強化
  

【現状と課題】
 

平成２９年７月九州北部豪雨による大規模災害は、障がいのある人の災害時

の安心・安全対策が重要であることを教訓として残しました。具体的には、災

害に強い地域づくりを推進するとともに、災害発生時における障がい特性に配

慮した適切な情報保障や避難支援、福祉避難所（福祉避難スペース）を含む避

難所や応急仮設住宅の確保、福祉・医療サービスの継続等を行うことができる

よう、防災や復興に向けた取り組みを推進することが重要です。また、障がい

のある人を犯罪被害や消費者被害から守るため、防犯対策や消費者トラブルの

防止に向けた取り組みも必要です。 
アンケート調査では、火事や地震等の災害時に一人で避難「できる」方は

％、「できない」方は ％となっており、災害時、家族が不在の場合

や一人暮らしの場合、近所に助けてくれる人が「いる」方は ％、「いな

い」方は ％となっており、災害時に避難の介助が必要であるが、介護者

がいない障がいのある人が多いことがわかりました。火事や地震等の災害時に

 

不安に感じることは、「避難場所の設備（トイレ等）や生活環境が不安」

（ ％）、「安全なところまで、迅速に避難することができない」

（ ％）の回答が多く、次いで「投薬や治療が受けられない」（ ％）

となっています。 障がい状況別では、療育手帳所持者では、他の障がい状況

の人と比べ「周囲とコミュニケーションがとれない」（ ％）、「救助を求め

ることができない」（ ％）など情報、コミュニケーションに関する不安が

多くなっています。これらのニーズを踏まえた災害時の避難対策、防災対策の

充実が求められます。  
本市では、災害時に障がいのある人が安全に避難できるよう、自主防災組織

等と連携し、避難行動要支援者の個別避難計画の作成を進めているほか、防災

マップの配布や「防災メールまもるくん」の周知、防災出前講座の実施、広報

紙や消防団を通じた防災意識の啓発に努めています。   
  

【施策の目指す目標】 
 

関係者との連携・情報共有や市民との協働による支援体制の構築、迅速かつ

的確な情報提供等、災害時等における障がいのある人の安心・安全策を確保し

ます。  
  

【施策の取り組み方向】 

4-3-1 災害時における避難支援体制の強化 

九州北部豪雨による大規模災害での経験・教訓を活かし、災害時に障がいの

ある人の避難等を支援できるよう、地域の見守り、助け合いのできる環境をつ

くるとともに、災害等の緊急事態発生時に、地域の中で適切な情報提供や避難

行動の支援が行える体制を整備します。  
また、災害に備える防災活動として日頃の防災対策や緊急時の対処法等につ

いて広報紙や各種講座を通じて周知・啓発を図ります。  
 
主な取り組み 
 自主防災組織と連携し、個別避難計画の作成を進める

 広報紙や地域での防災講座を通じた防災意識の啓発

 「防災メールまもるくん」等の情報取得手段の周知

 

 

 

68 69

69 ページ

火事や地震等の災害時に不安に感じることは、「避難場所の設備（トイレ等）や生活環境
が不安」（42.9％）、「安全なところまで、迅速に避難することができない」（42.0％）の回
答が多く、次いで「投薬や治療が受けられない」（39.4％）となっています。 障がい状況別
では、療育手帳所持者では、他の障がい状況の人と比べ「周囲とコミュニケーションがと
れない」（46.3％）、「救助を求めることができない」（37.2％）など情報、コミュニケーシ
ョンに関する不安が多くなっています。これらのニーズを踏まえた災害時の避難対策、防
災対策の充実が求められます。 
本市では、災害時に障がいのある人が安全に避難できるよう、自主防災組織等と連携し、
避難行動よう支援者の個別避難計画の作成を進めているほか、防災マップの配布や「防災
メールまもるくん」の周知、防災出前講座の実施、広報紙や消防団を通じた防災意識の啓
発に努めています。  
 
【施策の目指す目標】 
関係者との連携・情報共有や市民との協働による支援体制の構築、迅速かつ的確な情報提
供等、災害時等における障がいのある人の安心・安全策を確保します。 
 
【施策の取り組み方向】 
4 の 3 の 1、災害時における避難支援体制の強化 
九州北部豪雨による大規模災害での経験・教訓を活かし、災害時に障がいのある人の避難
等を支援できるよう、地域の見守り、助け合いのできる環境をつくるとともに、災害等の
緊急事態発生時に、地域の中で適切な情報提供や避難行動の支援が行える体制を整備しま
す。 
また、災害に備える防災活動として日頃の防災対策や緊急時の対処法等について広報紙や
各種講座を通じて周知・啓発を図ります。 
主な取り組み 
自主防災組織と連携し、個別避難計画の作成を進める
広報紙や地域での防災講座を通じた防災意識の啓発
「防災メールまもるくん」等の情報取得手段の周知

音声コードUni-Voice



 

 

4-3-2 防犯・交通安全対策の推進 

防犯・交通安全に対する意識啓発を行うとともに、関係機関や地域住民との

連携・協力による見守りや、障がい特性に配慮した防犯・交通安全施設等の整

備を推進します。  
 
主な取り組み 
 広報紙等での防犯・交通安全に対する意識啓発や消費者トラブルの防止等防犯

知識の啓発 

 防犯灯や防犯カメラに対して設置補助による防犯環境づくり 
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4 の 3 の 2、防犯、交通安全対策の推進 

防犯、交通安全に対する意識啓発を行うとともに、関係機関や地域住民との連携、協力に
よる見守りや、障がい特性に配慮した防犯・交通安全施設等の整備を推進します。 
主な取り組み 
広報紙等での防犯、交通安全に対する意識啓発や消費者トラブルの防止等防犯知識の啓発 
防犯灯や防犯カメラに対して設置補助による防犯環境づくり 

音声コードUni-Voice



 

 

4-3-2 防犯・交通安全対策の推進 

防犯・交通安全に対する意識啓発を行うとともに、関係機関や地域住民との

連携・協力による見守りや、障がい特性に配慮した防犯・交通安全施設等の整

備を推進します。  
 
主な取り組み 
 広報紙等での防犯・交通安全に対する意識啓発や消費者トラブルの防止等防犯

知識の啓発 

 防犯灯や防犯カメラに対して設置補助による防犯環境づくり 

基本目標 ５  働く機会の確保と

経済的自立のための支援に取り組みます 

施策 －１障がい特性に応じた就労支援、就業機会の確保

【現状と課題】 

働くことは、経済的側面に限らずその人の生きがいにも繋がります。しか

し、障がいのある人の就業はなかなか思うように進んでいないのが実情です。 
アンケート調査によると、現在仕事をしていない人の仕事に就く意向をみる

と、「仕事をしたい」は身体障害者手帳所持者が ％、療育手帳所持者が

％、精神障害者保健福祉手帳所持者が５３％となっています。また、現

在仕事をしていない人の職業訓練の受講意向をみると、「職業訓練を受けた

い」と答える人は身体障害者手帳所持者が ％、療育手帳所持者が  

％、精神障害者保健福祉手帳所持者が ％となっており、職業訓練を必要

とする人が多いことがうかがえます。 
障がいのある人が就業し自立することには意義があり、働く意欲があっても

就労に結びつかない障がいのある人が、その意欲や適性、能力に応じて就労で

きるよう支援していくことが必要となっています。 
平成２４年６月に成立した「国等による障害者就労施設等からの物品等の調

達の推進等に関する法律（障害者優先調達推進法）」（平成２５年４月施行）に

より、本市でも障がい者就労施設等が供給する物品及び役務を調達するように

なっています。今後も、就労支援施設との連携を図り、物品及び役務の調達を

推進します。 

【施策の目指す目標】 

働く意欲のある障がいのある人に就労への多様な情報提供や相談支援を行

い、自分にあった働き方のできる環境づくりに取り組みます。  

【施策の取り組み方向】 

5-1-1 多様な就労への支援 

障がいの状況や意欲・能力に応じた多様な就労の場を提供するため、一般企

業等での就労が難しい人の働く場として、福祉的就労の場の提供を支援しま

す。 
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基本目標５、働く機会の確保と経済的自立のための支援に取り組みます 

施策 5 の１、 障がい特性に応じた就労支援、就業機会の確保 
 
【現状と課題】 
働くことは、経済的側面に限らずその人の生きがいにも繋がります。しかし、障がいのあ
る人の就業はなかなか思うように進んでいないのが実情です。 
アンケート調査によると、現在仕事をしていない人の仕事に就く意向をみると、「仕事をし
たい」は身体障害者手帳所持者が 34.4％、療育手帳所持者が 32.3％、精神障害者保健福祉
手帳所持者が５３％となっています。また、現在仕事をしていない人の職業訓練の受講意
向をみると、「職業訓練を受けたい」と答える人は身体障害者手帳所持者が 42.6％、療育
手帳しょじしゃが 55.6％、精神障害者保健福祉手帳所持者が 35.2％となっており、職業訓
練を必要とする人が多いことがうかがえます。
障がいのある人が就業し自立することには意義があり、働く意欲があっても就労に結びつ
かない障がいのある人が、その意欲や適性、能力に応じて就労できるよう支援していくこ
とが必要となっています。
平成２４年６月に成立した「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に
関する法律（障害者優先調達推進法）」（平成２５年４月施行）により、本市でも障がい者
就労施設等が供給する物品及び役務を調達するようになっています。今後も、就労支援施
設との連携を図り、物品及び役務の調達を推進します。

【施策の目指す目標】 
働く意欲のある障がいのある人に就労への多様な情報提供や相談支援を行い、自分にあっ
た働き方のできる環境づくりに取り組みます。 
 
【施策の取り組み方向】 
5 の 1 の 1 多様な就労への支援 
障がいの状況や意欲・能力に応じた多様な就労の場を提供するため、一般企業等での就労
が難しい人の働く場として、福祉的就労の場の提供を支援します。

音声コードUni-Voice



 

 

主な取り組み 
 福祉的就労の場の提供支援

 障がい者施設等で作られた品物の販売促進及び周知、障害者優先調達推進法に

よる取り組みの強化 

5-1-2 一般就労の促進 

就労移行を支援するサービス提供事業所の確保に努めるとともに、関係機関

と連携しながら、一般企業等への就労移行に向けた各種支援制度の周知及び制

度の活用促進や雇用に関する情報提供、就労しやすい環境づくりを推進しま

す。 
  
主な取り組み 
 一般企業等への就労移行に向けた各種支援制度の周知及び制度の活用促進

 職業訓練に対する広報・啓発 

 

施策 －２ 就労定着のための支援
  

【現状と課題】
 

在職の障がいのある人の就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、就労定

着に向けて事業所・家族との連絡調整等の支援を一定の期間行い、就労定着へ

の支援を推進しています。  
アンケート調査では、障がいのある人に対する就労支援として必要なこと

は、「職場の障がい者への理解」が最も多く、障がいのある人の状況に合わせ

た柔軟な働き方ができるよう企業へ働きかけるとともに、就労面と生活面の一

体的な支援サービスの提供等、安心して働き続けるための総合的な支援が必要

となっています。  
  

【施策の目指す目標】 
 

一般就労に移行した障がいのある人の、就労に伴う環境変化等による生活面

の課題に対応し、就労定着への支援に努めます。  
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主な取り組み 
福祉的就労の場の提供支援
障がい者施設等で作られた品物の販売促進及び周知、障害者優先調達推進法による取り組
みの強化 

5 の 1 の 2、一般就労の促進 
就労移行を支援するサービス提供事業所の確保に努めるとともに、関係機関と連携しなが
ら、一般企業等への就労移行に向けた各種支援制度の周知及び制度の活用促進や雇用に関
する情報提供、就労しやすい環境づくりを推進します。
主な取り組み 
一般企業等への就労移行に向けた各種支援制度の周知及び制度の活用促進
職業訓練に対する広報・啓発 

施策 5 の２、就労定着のための支援 
 
【現状と課題】
 在職の障がいのある人の就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、就労定着に向けて事
業所・家族との連絡調整等の支援を一定の期間行い、就労定着への支援を推進していま
す。 
アンケート調査では、障がいのある人に対する就労支援として必要なことは、「職場の障が
い者への理解」が最も多く、障がいのある人の状況に合わせた柔軟な働き方ができるよう
企業へ働きかけるとともに、就労面と生活面の一体的な支援サービスの提供等、安心して
働き続けるための総合的な支援が必要となっています。 
 
【施策の目指す目標】 
一般就労に移行した障がいのある人の、就労に伴う環境変化等による生活面の課題に対応
し、就労定着への支援に努めます。

音声コードUni-Voice



 

 

主な取り組み 
 福祉的就労の場の提供支援

 障がい者施設等で作られた品物の販売促進及び周知、障害者優先調達推進法に

よる取り組みの強化 

5-1-2 一般就労の促進 

就労移行を支援するサービス提供事業所の確保に努めるとともに、関係機関

と連携しながら、一般企業等への就労移行に向けた各種支援制度の周知及び制

度の活用促進や雇用に関する情報提供、就労しやすい環境づくりを推進しま

す。 
  
主な取り組み 
 一般企業等への就労移行に向けた各種支援制度の周知及び制度の活用促進

 職業訓練に対する広報・啓発 

 

施策 －２ 就労定着のための支援
  

【現状と課題】
 

在職の障がいのある人の就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、就労定

着に向けて事業所・家族との連絡調整等の支援を一定の期間行い、就労定着へ

の支援を推進しています。  
アンケート調査では、障がいのある人に対する就労支援として必要なこと

は、「職場の障がい者への理解」が最も多く、障がいのある人の状況に合わせ

た柔軟な働き方ができるよう企業へ働きかけるとともに、就労面と生活面の一

体的な支援サービスの提供等、安心して働き続けるための総合的な支援が必要

となっています。  
  

【施策の目指す目標】 
 

一般就労に移行した障がいのある人の、就労に伴う環境変化等による生活面

の課題に対応し、就労定着への支援に努めます。  
  

 

【施策の取り組み方向】 

5-2-1 就労定着への支援 

一般就労した障がいのある人に対して、就労に伴う環境変化等による生活面

の課題に対して、企業や自宅等へ訪問したり、連絡調整や指導助言を行うこと

により、就労定着への支援に努めます。  
 
主な取り組み 
 障がいのある人の就労定着に向けた企業や自宅等への訪問、連絡調整や指導助

言の実施

 

施策 －３ 障がい者雇用の促進
 
【現状と課題】
 

一般企業の障害者雇用率の向上に向け、事業所に対して障害者雇用促進法に

ついての啓発活動を行っていますが、障がいのある人が一般企業での就労を希

望しても、現状は依然として厳しい状況にあります。  
今後も、一般企業等に対する啓発を進め、障がいのある人の雇用機会の拡充

を図ることが求められています。  
 
【施策の目指す目標】 

 

一般事業所の障がい者雇用への積極的な取り組みを促し、一般就労の拡大を

図ります。  
  

【施策の取り組み方向】 

5-3-1 障がい者雇用の促進 

一般企業への障がい者雇用に対する周知と意識啓発を進めるとともに、ハロ

ーワークと連携し、障がい者雇用の促進を図ります。また、普及指導センター

等関係機関と連携を図り、農福連携による障がいのある人の雇用の場づくり等

を検討していきます。 
  
主な取り組み 
 事業所に対する障害者雇用促進法に関する啓発活動の推進 

 関係機関と連携した農業部門における支援の検討
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【施策の取り組み方向】 
5 の 2 の 1、就労定着への支援 
一般就労した障がいのある人に対して、就労に伴う環境変化等による生活面の課題に対し
て、企業や自宅等へ訪問したり、連絡調整や指導助言を行うことにより、就労定着への支
援に努めます。 
主な取り組み 
障がいのある人の就労定着に向けた企業や自宅等への訪問、連絡調整や指導助言の実施

施策 5 の 3、障がい者雇用の促進 
 
【現状と課題】
一般企業の障害者雇用率の向上に向け、事業所に対して障害者雇用促進法についての啓発
活動を行っていますが、障がいのある人が一般企業での就労を希望しても、現状は依然と
して厳しい状況にあります。 
今後も、一般企業等に対する啓発を進め、障がいのある人の雇用機会の拡充を図ることが
求められています。 
 
【施策の目指す目標】 
一般事業所の障がい者雇用への積極的な取り組みを促し、一般就労の拡大を図ります。 
 
【施策の取り組み方向】 
5 の 3 の 1、障がい者雇用の促進 
一般企業への障がい者雇用に対する周知と意識啓発を進めるとともに、ハローワークと連
携し、障がい者雇用の促進を図ります。また、普及指導センター等関係機関と連携を図
り、農福連携による障がいのある人の雇用の場づくり等を検討していきます。
主な取り組み 
事業所に対する障害者雇用促進法に関する啓発活動の推進 
関係機関と連携した農業部門における支援の検討

音声コードUni-Voice



 

 

施策 － 経済的自立のための支援
  

【現状と課題】
 

アンケート調査によると、希望する暮らしを送るためにあれば良い支援とし

て、回答者の ％の人が「経済的な負担の軽減」をあげています。 
障がいのある人が地域で質の高い自立した生活を営み、自らのライフスタイ

ルを実現することができるよう、雇用・就業（自営業を含む。）の促進に関す

る施策と福祉施策との適切な組合せの下、諸手当を支給するとともに、各種税

制上の優遇措置、低所得者に対する障がい福祉サービスにおける利用者負担の

無料化等の各種支援制度を運用し、経済的自立を支援することは重要です。ま

た、受給資格を有する障がいのある人が、制度への理解が十分にでき、障害年

金を受け取ることができるよう、制度の周知に取り組みます。さらに、年金生

活者支援給付金制度の周知により所得保障の充実を図ります。 
  

【施策の目指す目標】 
 

障がいのある人が、地域での自立を実現できるよう、各種支援制度を運用

し、経済的自立を支援します。  
  

【施策の取り組み方向】
 

5-4-1 経済的支援の実施 

国・県・市、民間事業者等で、各種経済的支援を行い、障がいのある人やそ

の家族の経済的な不安や負担の軽減に努めます。また、必要な人が必要なサー

ビスを利用できるよう、各種制度の周知を図ります。  
 
主な取り組み 
 障がいのある人の生活安定のための年金、手当、公的機関等についての周知 
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施策 5 の 4 経済的自立のための支援 
 
【現状と課題】
 アンケート調査によると、希望する暮らしを送るためにあれば良い支援として、回答者の
46.6％の人が「経済的な負担の軽減」をあげています。
障がいのある人が地域で質の高い自立した生活を営み、自らのライフスタイルを実現する
ことができるよう、雇用・就業（自営業を含む。）の促進に関する施策と福祉施策との適
切な組合せのもと、諸手当 を支給するとともに、各種税制上の優遇措置、低所得者に対
する障がい福祉サービスにおける利用者負担の無料化等の各種支援制度を運用し、経済的
自立を支援することは重要です。また、受給資格を有する障がいのある人が、制度への理
解が十分にでき、障害年金を受け取ることができるよう、制度の周知に取り組みます。さ
らに、年金生活者支援給付金制度の周知により所得保障の充実を図ります。
 
【施策の目指す目標】 
障がいのある人が、地域での自立を実現できるよう、各種支援制度を運用し、経済的自立
を支援します。 
 
【施策の取り組み方向】
5-4-1 経済的支援の実施 
国、県、市、民間事業者等で、各種経済的支援を行い、障がいのある人やその家族の経済
的な不安や負担の軽減に努めます。また、必要な人が必要なサービスを利用できるよう、
各種制度の周知を図ります。 
主な取り組み 
障がいのある人の生活安定のための年金、手当、公的機関等についての周知

音声コードUni-Voice



 

 

施策 － 経済的自立のための支援
  

【現状と課題】
 

アンケート調査によると、希望する暮らしを送るためにあれば良い支援とし

て、回答者の ％の人が「経済的な負担の軽減」をあげています。 
障がいのある人が地域で質の高い自立した生活を営み、自らのライフスタイ

ルを実現することができるよう、雇用・就業（自営業を含む。）の促進に関す

る施策と福祉施策との適切な組合せの下、諸手当を支給するとともに、各種税

制上の優遇措置、低所得者に対する障がい福祉サービスにおける利用者負担の

無料化等の各種支援制度を運用し、経済的自立を支援することは重要です。ま

た、受給資格を有する障がいのある人が、制度への理解が十分にでき、障害年

金を受け取ることができるよう、制度の周知に取り組みます。さらに、年金生

活者支援給付金制度の周知により所得保障の充実を図ります。 
  

【施策の目指す目標】 
 

障がいのある人が、地域での自立を実現できるよう、各種支援制度を運用

し、経済的自立を支援します。  
  

【施策の取り組み方向】
 

5-4-1 経済的支援の実施 

国・県・市、民間事業者等で、各種経済的支援を行い、障がいのある人やそ

の家族の経済的な不安や負担の軽減に努めます。また、必要な人が必要なサー

ビスを利用できるよう、各種制度の周知を図ります。  
 
主な取り組み 
 障がいのある人の生活安定のための年金、手当、公的機関等についての周知 

 

  

 

 

基本目標 ６  生涯にわたる

インクルーシブ教育システムの構築を進めます

施策 － 障がい児保育・教育環境の充実
 

【現状と課題】 

本市では、保育や学校教育において、早期から障がいに応じた適切な指導と

必要な支援を行っていけるよう、就学前から相談支援を整備し対応していま

す。  
就学支援について、それぞれの子どもの実態を調査し、障がいの種類や程度

等にあわせた支援を、幼稚園・保育所及び認定こども園や病院等、関係機関と

の連携を図りながら進めていますが、保護者に対する就学支援の周知が課題と

なっています。  
通級指導教室及び特別支援学級では、それぞれの子どもに必要な支援活動を

行っていますが、近年、特別な支援を必要とする児童生徒が増加しています。  
特別支援学級及び特別支援学校の児童生徒の社会性を育成するため、居住地

の通常学級の児童生徒との交流が定期的に行われています。  
本市の障がい児保育については、加配保育士の必要な障がいのある児童に対

し、公立保育所では保育士の加配を行い、また私立保育所には保育士加配のた

めの補助を行い、体制の充実を進めてきましたが、加配に必要な保育士の確保

が難しくなっています。  
 

【施策の目指す目標】 
 

乳幼児期、学齢期を通じて、障がいのある子どもたちが健全に成長し、「学

ぶ力」、「生きる力」を育む環境をつくります。  
  

【施策の取り組み方向】
 
6-1-1 障がい児保育の充実 

今後も保育所等での障がい児保育体制の充実・拡大を継続するとともに、課

題となっている保育士の確保に努め、保育スタッフの研修機会を充実します。  
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基本目標６、生涯にわたるインクルーシブ教育システムの構築を進めます

施策 6 の 1、障がい児保育・教育環境の充実 

【現状と課題】 
本市では、保育や学校教育において、早期から障がいに応じた適切な指導と必要な支援を
行っていけるよう、就学前から相談支援を整備し対応しています。 
就学支援について、それぞれの子どもの実態を調査し、障がいの種類や程度等にあわせた
支援を、幼稚園、保育所及び認定こども園や病院等、関係機関との連携を図りながら進め
ていますが、保護者に対する就学支援の周知が課題となっています。 
通級指導教室及び特別支援学級では、それぞれの子どもに必要な支援活動を行っています
が、近年、特別な支援を必要とする児童生徒が増加しています。 
特別支援学級及び特別支援学校の児童生徒の社会性を育成するため、居住地の通常学級の
児童生徒との交流が定期的に行われています。 
本市の障がい児保育については、加配保育士の必要な障がいのある児童に対し、公立保育
所では保育士の加配を行い、また私立保育所には保育士加配のための補助を行い、体制の
充実を進めてきましたが、加配に必要な保育士の確保が難しくなっています。 

【施策の目指す目標】 
乳幼児期、学齢期を通じて、障がいのある子どもたちが健全に成長し、「学ぶ力」、「生き
る力」を育む環境をつくります。  
 
【施策の取り組み方向】
6 の 1 の 1、障がい児保育の充実 
今後も保育所等での障がい児保育体制の充実、拡大を継続するとともに、課題となってい
る保育士の確保に努め、保育スタッフの研修機会を充実します。

音声コードUni-Voice



 

 

学童保育所について、障がい児の受け入れができるよう専門的知識等を有す

る支援員を配置するため支援員の研修の機会を確保し、障がい児の受入れの推

進を図ります。 
  
主な取り組み 
 障がい児保育体制の充実・拡大

 障がい児に対する学童保育の推進（支援員の育成・配置）

 障がい特性に応じた保育・教育の研修機会の充実 

 

6-1-2 障がい児教育の充実 

早期から障がいに応じた適切な指導と必要な支援を行うために専門機関との

連携を密にして、保護者への情報提供を行います。  
障がい児の社会性を育てるため、特別支援学校との連携を図り、通常の学級

の児童・生徒との交流の機会を増やしていきます。また、後期中等教育におい

て、関係機関との連携を図り、自分の未来を切り開く力を育てるキャリア教育

の充実を図り、将来の就労や進路に向けた指導を進めます。  
 
主な取り組み 
 通級指導教室と特別支援学級の充実

 個別支援計画に基づく障がいの程度や発達状況に応じた適正な教育課程の編成

 特別支援学校と居住地学校との交流機会の充実

 後期中等教育の充実（障がいに応じた職業教育・進路指導の充実）

6-1-3 学校施設の整備・充実 
各障がいに対する合理的配慮のもと、現状とニーズを早期に把握し、校内の

バリアフリー化に向けた施設の改善を促進します。  
 
主な取り組み 
 障がいの種類や程度に応じた学校施設の改善促進
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学童保育所について、障がい児の受け入れができるよう、専門的知識等を有する支援員を
配置するため支援員の研修の機会を確保し、障がい児の受入れの推進を図ります。
 主な取り組み 
障がい児保育体制の充実、拡大
障がい児に対する学童保育の推進（支援員の育成・配置）
障がい特性に応じた保育、教育の研修機会の充実 

6 の 1 の 2、 障がい児教育の充実 
早期から障がいに応じた適切な指導と必要な支援を行うために専門機関との連携を密にし
て、保護者への情報提供を行います。 
障がい児の社会性を育てるため、特別支援学校との連携を図り、通常の学級の児童、生徒
との交流の機会を増やしていきます。また、後期中等教育において、関係機関との連携を
図り、自分の未来を切り開く力を育てるキャリア教育の充実を図り、将来の就労や進路に
向けた指導を進めます。 
主な取り組み 
通級指導教室と特別支援学級の充実
個別支援計画に基づく障がいの程度や発達状況に応じた適正な教育課程の編成
特別支援学校と居住地学校との交流機会の充実
後期中等教育の充実（障がいに応じた職業教育・進路指導の充実）

6 の 1 の 3 、学校施設の整備・充実 
各障がいに対する合理的配慮のもと、現状とニーズを早期に把握し、校内のバリアフリー
化に向けた施設の改善を促進します。 
主な取り組み 
障がいの種類や程度に応じた学校施設の改善促進

音声コードUni-Voice



 

 

学童保育所について、障がい児の受け入れができるよう専門的知識等を有す

る支援員を配置するため支援員の研修の機会を確保し、障がい児の受入れの推

進を図ります。 
  
主な取り組み 
 障がい児保育体制の充実・拡大

 障がい児に対する学童保育の推進（支援員の育成・配置）

 障がい特性に応じた保育・教育の研修機会の充実 

 

6-1-2 障がい児教育の充実 

早期から障がいに応じた適切な指導と必要な支援を行うために専門機関との

連携を密にして、保護者への情報提供を行います。  
障がい児の社会性を育てるため、特別支援学校との連携を図り、通常の学級

の児童・生徒との交流の機会を増やしていきます。また、後期中等教育におい

て、関係機関との連携を図り、自分の未来を切り開く力を育てるキャリア教育

の充実を図り、将来の就労や進路に向けた指導を進めます。  
 
主な取り組み 
 通級指導教室と特別支援学級の充実

 個別支援計画に基づく障がいの程度や発達状況に応じた適正な教育課程の編成

 特別支援学校と居住地学校との交流機会の充実

 後期中等教育の充実（障がいに応じた職業教育・進路指導の充実）

6-1-3 学校施設の整備・充実 
各障がいに対する合理的配慮のもと、現状とニーズを早期に把握し、校内の

バリアフリー化に向けた施設の改善を促進します。  
 
主な取り組み 
 障がいの種類や程度に応じた学校施設の改善促進

  

 

施策６－２ 福祉教育の推進
  

【現状と課題】 

本市の小中学校では、総合的な学習の時間に福祉教育を位置づけ、障がいの

ある人との交流を通じて、障がいに対して理解を深める学習に取り組んでいま

す。今後は、体験活動等を通じた学習機会の充実が課題となっています。 ま
た、インクルーシブ教育システム（包容する教育制度）の理念に基づいて、合

理的配慮を含む必要な支援を受けながら障がいのある人と障がいのない人が同

じ場で共に学ぶことを目指した取り組みが必要です。 
また、地域での福祉教育として、社会福祉協議会主催による「住民福祉ボラ

ンティアのつどい」の中で、擬似体験・講演等を行い、障がいのある人への理

解を促進します。 
 

【施策の目指す目標】 
  
学校での総合学習や地域での学習機会を通じて、多くの市民が、障がい及び

障がいのある人に対する理解を深められる取り組みを推進します。  
    

【施策の取り組み方向】 

6-2-1 学校教育における福祉教育の推進 

体験学習等を取り入れた福祉教育や障がいのある人との交流機会を充実し、

子どもの頃から障がいに対する正しい理解を促進します。また、特別支援教育

に関する情報発信により、職員、児童・生徒、保護者が障がい児に対する理解

を深める環境づくりを進めます。 
  
主な取り組み 
 体験活動等の導入による福祉教育の充実 

 各学校における障がいのある人との交流機会の拡大  

 学校からの特別支援教育に関する情報発信による障がい児に対する理解促進 

 

6-2-2 地域における福祉教育の推進 

社会福祉協議会を通じて、障がいに対する理解促進を深める学習機会や体験

交流活動の充実を図ります。  
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施策６の２、 福祉教育の推進
 
【現状と課題】 
本市の小中学校では、総合的な学習の時間に福祉教育を位置づけ、障がいのある人との交
流を通じて、障がいに対して理解を深める学習に取り組んでいます。今後は、体験活動等
を通じた学習機会の充実が課題となっています。 また、インクルーシブ教育システム（包
容する教育制度）の理念に基づいて、合理的配慮を含む必要な支援を受けながら障がいの
ある人と障がいのない人が同じ場で共に学ぶことを目指した取り組みが必要です。
また、地域での福祉教育として、社会福祉協議会主催による「住民福祉ボランティアのつ
どい」の中で、擬似体験・講演等を行い、障がいのある人への理解を促進します。

【施策の目指す目標】 
学校での総合学習や地域での学習機会を通じて、多くの市民が、障がい及び障がいのある
人に対する理解を深められる取り組みを推進します。  
  
【施策の取り組み方向】 
6 の 2 の 1、学校教育における福祉教育の推進 
体験学習等を取り入れた福祉教育や障がいのある人との交流機会を充実し、子どもの頃か
ら障がいに対する正しい理解を促進します。また、特別支援教育に関する情報発信によ
り、職員、児童・生徒、保護者が障がい児に対する理解を深める環境づくりを進めます。
主な取り組み 
体験活動等の導入による福祉教育の充実 
各学校における障がいのある人との交流機会の拡大  
学校からの特別支援教育に関する情報発信による障がい児に対する理解促進 

6 の 2 の 2、地域における福祉教育の推進 
社会福祉協議会を通じて、障がいに対する理解促進を深める学習機会や体験交流活動の充
実を図ります。

音声コードUni-Voice



 

 

 
主な取り組み 
 社会福祉協議会等での福祉教育の学習機会の充実 

 「障害者週間」等の啓発イベントの開催及び参加促進 
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主な取り組み 
社会福祉協議会等での福祉教育の学習機会の充実 
「障害者週間」等の啓発イベントの開催及び参加促進

音声コードUni-Voice



 

 

 
主な取り組み 
 社会福祉協議会等での福祉教育の学習機会の充実 

 「障害者週間」等の啓発イベントの開催及び参加促進 

 

 

 

 

基本目標 ７  文化芸術・スポーツ等に親しむための

取り組みを総合的に推進します 

 

施策 －１ 地域活動への参加促進
 

【現状と課題】 

障がいのある人が、積極的に地域活動等に参加し、地域住民に広く受け入れ

てもらえる環境をつくります。そのためには、障がい者団体や事業所等との連

携・協力により、多様な機会を通じて地域住民とふれあい、積極的に社会活動

に参画できるよう支援していく必要があります。 
 

【施策の目指す目標】 
 

障がいのある人が地域で孤立しないよう、身近な交流や学習等、社会参加の

機会づくりに努めます。  
  

【施策の取り組み方向】 

7-1-1 地域活動への参加促進 

障がいのある人の地域活動への参加を促進するために必要な移動やコミュニ

ケーション等の支援サービスを継続します。また、福祉ボランティア活動団体

を支援するとともに、関係団体と連携し障がいのある人の社会参加への啓発を

行います。  
 
主な取り組み 
 移動支援事業、移送サービス、手話奉仕員派遣事業等による社会参加の促進 

 福祉ボランティア団体への助成による障がいのある人の社会参加についての啓

発
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基本目標７、文化芸術・スポーツ等に親しむための取り組みを総合的に推進します 

施策 7 の 1、地域活動への参加促進 
【現状と課題】 
障がいのある人が、積極的に地域活動等に参加し、地域住民に広く受け入れてもらえる環
境をつくります。そのためには、障がい者団体や事業所等との連携、協力により、多様な
機会を通じて地域住民とふれあい、積極的に社会活動に参画できるよう支援していく必要
があります。

【施策の目指す目標】 
障がいのある人が地域で孤立しないよう、身近な交流や学習等、社会参加の機会づくりに
努めます。  
 
【施策の取り組み方向】 
7 の 1 の 1、地域活動への参加促進 
障がいのある人の地域活動への参加を促進するために必要な移動やコミュニケーション等
の支援サービスを継続します。また、福祉ボランティア活動団体を支援するとともに、関
係団体と連携し障がいのある人の社会参加への啓発を行います。 
主な取り組み 
移動支援事業、移送サービス、手話奉仕員派遣事業等による社会参加の促進 
福祉ボランティア団体への助成による障がいのある人の社会参加についての啓発

音声コードUni-Voice



 

 

施策 － 地域交流・ボランティア活動の促進
  

【現状と課題】
 

すべての市民が安心して生活することができる地域づくりを進めるためには、

各種イベント等を通じて地域住民同士の交流活動を促進することが必要で、 地
域住民の協力を積極的に呼びかけ、身近に交流できる催し物を検討することが

求められています。今後は、社会福祉協議会をはじめとする障がい者関連団体

等との協働をより密にし、イベント等の立案を検討し、各種イベントや交流事

業等を通じ、市民が障がいのことを正しく理解し、ともに地域で生活する仲間

として、障がいのある人の人権を尊重することが必要です。 
また、障がいのある人のニーズが個別化・多様化する中、このようなニーズ

に丁寧に対応していくためには、市が行う公的なサービスだけでなく、ボラン

ティア等による日常的な支援が重要な役割を担っています。  
アンケート調査によると、家族不在や一人暮らしの場合に近所で助けてくれ

る人が「いる」と回答した障がいのある人は３０７％、「いない」と回答した

人は２４６％、「わからない」と回答した人は３４４％となっています。  
このため、ボランティアの育成に努めるとともに、ボランティア等の市民活

動を促進し、行政と市民とが協働して、福祉のまちづくりを推進していくこと

が必要です。 
 

【施策の目指す目標】 
  

 障がいへの理解を深め、支えあう市民意識を醸成するため、相互交流の機

会をつくるとともにボランティア活動を推進します。  
 

【施策の取り組み方向】 
  

7-2-1 地域交流活動の推進 

障がい者団体や地域活動団体、事業所等が主体的に行う交流活動を支援し、

障がいの有無にかかわらず市民が交流し、ふれあう場を確保します。  
 

主な取り組み 
 「住民福祉ボランティアのつどい」等を通じた交流の場づくりの支援

 ボランティアによる福祉施設への訪問活動の充実
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施策 7 の 2 地域交流・ボランティア活動の促進 
【現状と課題】
すべての市民が安心して生活することができる地域づくりを進めるためには、各種イベン
ト等を通じて地域住民同士の交流活動を促進することが必要で、 地域住民の協力を積極的
に呼びかけ、身近に交流できる催し物を検討することが求められています。今後は、社会
福祉協議会をはじめとする障がい者関連団体等との協働をより密にし、イベント等の立案
を検討し、各種イベントや交流事業等を通じ、市民が障がいのことを正しく理解し、とも
に地域で生活する仲間として、障がいのある人の人権を尊重することが必要です。
また、障がいのある人のニーズが個別化・多様化する中、このようなニーズに丁寧に対応
していくためには、市が行う公的なサービスだけでなく、ボランティア等による日常的な
支援が重要な役割を担っています。 
アンケート調査によると、家族不在や一人暮らしの場合に近所で助けてくれる人が「い
る」と回答した障がいのある人は 30.7％、「いない」と回答した人は 24.6％、「わからな
い」と回答した人は 34.4％となっています。 
このため、ボランティアの育成に努めるとともに、ボランティア等の市民活動を促進し、
行政と市民とが協働して、福祉のまちづくりを推進していくことが必要です。

【施策の目指す目標】 
障がいへの理解を深め、支えあう市民意識を醸成するため、相互交流の機会をつくるとと
もにボランティア活動を推進します。 
 
【施策の取り組み方向】 
ななのにのいち 地域交流活動の推進 
障がい者団体や地域活動団体、事業所等が主体的に行う交流活動を支援し、障がいの有無
にかかわらず市民が交流し、ふれあう場を確保します。 
主な取り組み 
「住民福祉ボランティアのつどい」等を通じた交流の場づくりの支援
ボランティアによる福祉施設への訪問活動の充実

音声コードUni-Voice



 

 

施策 － 地域交流・ボランティア活動の促進
  

【現状と課題】
 

すべての市民が安心して生活することができる地域づくりを進めるためには、

各種イベント等を通じて地域住民同士の交流活動を促進することが必要で、 地
域住民の協力を積極的に呼びかけ、身近に交流できる催し物を検討することが

求められています。今後は、社会福祉協議会をはじめとする障がい者関連団体

等との協働をより密にし、イベント等の立案を検討し、各種イベントや交流事

業等を通じ、市民が障がいのことを正しく理解し、ともに地域で生活する仲間

として、障がいのある人の人権を尊重することが必要です。 
また、障がいのある人のニーズが個別化・多様化する中、このようなニーズ

に丁寧に対応していくためには、市が行う公的なサービスだけでなく、ボラン

ティア等による日常的な支援が重要な役割を担っています。  
アンケート調査によると、家族不在や一人暮らしの場合に近所で助けてくれ

る人が「いる」と回答した障がいのある人は３０７％、「いない」と回答した

人は２４６％、「わからない」と回答した人は３４４％となっています。  
このため、ボランティアの育成に努めるとともに、ボランティア等の市民活

動を促進し、行政と市民とが協働して、福祉のまちづくりを推進していくこと

が必要です。 
 

【施策の目指す目標】 
  

 障がいへの理解を深め、支えあう市民意識を醸成するため、相互交流の機

会をつくるとともにボランティア活動を推進します。  
 

【施策の取り組み方向】 
  

7-2-1 地域交流活動の推進 

障がい者団体や地域活動団体、事業所等が主体的に行う交流活動を支援し、

障がいの有無にかかわらず市民が交流し、ふれあう場を確保します。  
 

主な取り組み 
 「住民福祉ボランティアのつどい」等を通じた交流の場づくりの支援

 ボランティアによる福祉施設への訪問活動の充実

 

 

7-2-2 ボランティア活動の促進 

これまでの社会福祉協議会等を通じたボランティア活動による障がいのある

人への支援を継続するとともに、各種団体のボランティア活動を周知しボラン

ティア活動への新規参加者の拡大を図ります。  
 
主な取り組み 
 社会福祉協議会及び既存のボランティア団体の活動支援 

 ボランティア活動への新規参加の促進 

 

施策 － スポーツ・文化活動等への参加促進
  

【現状と課題】
 

障がいのある人にとって、スポーツやレクリエーション活動は心身の鍛練や

機能訓練にとどまらず、社会参加の大切な機会です。 このため障がいの有無

にかかわらず、文化芸術活動、スポーツ及びレクリエーションに参加し、これ

らを楽しむことを可能とするため、バリアフリー化を含む施設の整備や情報保

障の充実等、必要な環境整備を促進することが必要です。 
本市では、身体障がい者福祉協会等を通じ、スポーツ・レクリエーションの

振興を図っており、社会福祉協議会が開催する障がいのある人との交流イベン

トに指導者として参加し、ニュースポーツの紹介を行っています。また、スポ

ーツ・レクリエーション・文化活動等への参画・参加については広報、ホーム

ページ等を利用し、広く市民に参画・参加を求めています。 
今後は、障がいのある人がその一生を通じて、自らの可能性を追求できる環

境を整え、地域の一員として豊かな人生を送ることができるよう、生涯を通じ

て教育やスポーツ、文化等のさまざまな機会に親しむための関係施策を横断的

かつ総合的に推進し共生社会の実現を目指します。 
 

【施策の目指す目標】  
 

スポーツ・文化・レクリエーション活動を通して障がいのある人と地域との

ふれあい、社会参加や生きがいづくりにつながる環境づくりに取り組みます。  
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7 の 2 の 2、ボランティア活動の促進 
これまでの社会福祉協議会等を通じたボランティア活動による障がいのある人への支援を
継続するとともに、各種団体のボランティア活動を周知しボランティア活動への新規参加
者の拡大を図ります。 
主な取り組み 
社会福祉協議会及び既存のボランティア団体の活動支援 
ボランティア活動への新規参加の促進 

施策 7 の 3、スポーツ・文化活動等への参加促進 

【現状と課題】
障がいのある人にとって、スポーツやレクリエーション活動は心身の鍛練や機能訓練にと
どまらず、社会参加の大切な機会です。 このため障がいの有無にかかわらず、文化芸術活
動、スポーツ及びレクリエーションに参加し、これらを楽しむことを可能とするため、バ
リアフリー化を含む施設の整備や情報保障の充実等、必要な環境整備を促進することが必
要です。
本市では、身体障がい者福祉協会等を通じ、スポーツレクリエーションの振興を図ってお
り、社会福祉協議会が開催する障がいのある人との交流イベントに指導者として参加し、
ニュースポーツの紹介を行っています。また、スポーツレクリエーション、文化活動等へ
の参画・参加については広報、ホームページ等を利用し、広く市民に参画、参加を求めて
います。
今後は、障がいのある人がその一生を通じて、自らの可能性を追求できる環境を整え、地
域の一員として豊かな人生を送ることができるよう、生涯を通じて教育やスポーツ、文化
等のさまざまな機会に親しむための関係施策を横断的かつ総合的に推進し共生社会の実現
を目指します。

【施策の目指す目標】  
スポーツ、文化、レクリエーション活動を通して障がいのある人と地域とのふれあい、社
会参加や生きがいづくりにつながる環境づくりに取り組みます。

音声コードUni-Voice



 

 

【施策の取り組み方向】 

7-3-1 スポーツ・レクリエーション活動への参加促進 
障がいのある人のニーズに対応したスポーツ活動を充実するため、身体障が

い者福祉協会等を通じたスポーツ・レクリエーション活動を支援していくとと

もに、県障がい者スポーツ協会等、関係団体と連携し、障がい者スポーツ指導

員の育成を進めます。  
 
主な取り組み 
 身体障がい者福祉協会等を通じたスポーツ・レクリエーション活動への参加促

進

 県障がい者スポーツ協会との連携による障がい者スポーツ指導員の育成 

 

7-3-2 文化活動・生涯学習の振興 

障がいのある人の文化活動や生涯学習を促進するため、本市主催の講演会で

は手話通訳者や要約筆記者等を配置し、また障がい状況に対応した教室や講座

を開催します。障がいのある人が利用しやすい図書館機能を充実するため、拡

大写本や朗読 、対面朗読等を充実します。  
 
主な取り組み 
 障がいのある人が参加しやすい生涯学習の場づくりと広報の充実

 市主催の講演会における手話通訳者、要約筆記者の配置

 障がいのある人が利用しやすい図書館機能の充実
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【施策の取り組み方向】 

7 の 3 の 1、スポーツレクリエーション活動への参加促進 
障がいのある人のニーズに対応したスポーツ活動を充実するため、身体障がい者福祉協会
等を通じたスポーツレクリエーション活動を支援していくとともに、県障がい者スポーツ
協会等、関係団体と連携し、障がい者スポーツ指導員の育成を進めます。 
主な取り組み 
身体障がい者福祉協会等を通じたスポーツレクリエーション活動への参加促進
県障がい者スポーツ協会との連携による障がい者スポーツ指導員の育成 

7 の 3 の 2、文化活動、生涯学習の振興 
障がいのある人の文化活動や生涯学習を促進するため、本市主催の講演会では手話通訳者
や要約筆記者等を配置し、また障がい状況に対応した教室や講座を開催します。障がいの
ある人が利用しやすい図書館機能を充実するため、拡大写本や朗読 CD、対面朗読等を充
実します。 
主な取り組み 
障がいのある人が参加しやすい生涯学習の場づくりと広報の充実
市主催の講演会における手話通訳者、要約筆記者の配置
障がいのある人が利用しやすい図書館機能の充実

音声コードUni-Voice




